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第８章 地方自治体におけるスポーツ行政の展開とネットワーク変容 
 

 

第１節 都市スポーツ行政をめぐる諸アクター関係の変容―横浜市、川崎市、藤沢市を

素材にして― 

 

既に 1980 年代以降、特にイギリス、アメリカ、日本などにおいて顕著となった「小さ

な政府論」は、福祉国家の下で肥大化した中央政府・自治体レベルの行政活動の大幅な減

少・削減を企図したものであった。この時期、日本においては「自治体経営論」が主張さ

れ、行政サービスの民間委託を始めとする種々の減量経営が導入された。 

  スポーツ行政の領域においても、例えば横浜市では 1984 年に事業団が設立され、この行

政補完団体に行政サービスを委託することで、体育課の職員減少や予算の簡素化が図られ

たのである。ところが、実際にはスポーツ行政サービスの「量」は膨張し、行政区に設置

されたスポーツセンターを始めとする施設の管理運営費など、市のスポーツ行政予算は

年々拡大した。結果として体育課や事業団の職員は年間予算に定められた施策を消化する

ための業務に忙殺されているのが現状である。 

 一方で市民のスポーツ活動要求１は、余暇時間の増大や健康志向、仕事以外の場におけ

る楽しみや生きがいの追求などを背景に年々高まりつつあり、その内容も個性化・多様化

している。したがって、こうした市民のニーズを吸収し、市民活動や企業活動との連携・

役割分担を自覚しつつ、スポーツ振興策を立案・実施していくためのスポーツ行政組織の

あり方を考察することが求められている２。さらに、市民文化活動としてのスポーツ活動

には当該地域市民の精神的肉体的要素を含んだ組織化・競争といった固有の構成要素がル

ールに基づいた形で備わっており、実はこれが市民組織運営や、市民と自治体との関係の

在り方、政策過程といった地方自治の諸課題を検討する際の格好の材料を提供しているの

である。 そこで以下、横浜市、川崎市、藤沢市におけるスポーツ行政を把握し、諸アクタ

ー間の関係変容を把握していきたい。 

 

１.  横浜市の事業団方式における諸アクター関係の課題  

 

横浜市では 1984 年に財団法人横浜市スポーツ振興事業団（以下、事業団と略）が設立 

され、横浜市体育協会（86 年に財団法人化）、教育委員会体育課（現スポーツ課。以下

同じ）の三者がスポーツ行政の担い手とされた。図表８―１は、1991 年段階での市のス

ポーツ行政サービスについて予算額を付記する形でまとめたもの３であるが、市の行政サ

ービス提供をめぐる基本構造および政策内容は今日に至るまで維持されている４。その特

徴として、第１に体育課関連では、スポーツセンター等の建設費を除いた約 7 億円の体育

課予算のうち半分が事業団育成費に当てられ、体育課はその施策業務の多くを事業団に依

存している。また、事業団育成費と横浜市体育協会との予算額の格差が、そのまま両者の

事業量の差となって表れている。さらに、例えば、体育指導委員の実際の活動状況とスポ

ーツ振興法における趣旨 との乖離が指摘できる。第２に事業団関連では、スポーツセンタ

ー等の管理運営費の予算規模が大きいこと、事業団業務において現場で直接市民と接触す
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るスポーツセンター指導員に過重負担がかかっているのではないかということ、さらに、

受託事業量の占める割合が大きいために、スポーツ施策立案をめぐってスポーツ指導員が

自らの創意・工夫を発揮できないのではないかということ、などが指摘できる。第３に、

市体協や横浜市レクリエーション協会について、予算規模が事業団と比較して極めて小さ

いこと、各々の加盟団体のみを対象にサービスを提供しているのではないか、といったこ

とが挙げられる。 

 図表８―１はスポーツ行政サービス関連という共通軸を設定し、この軸に沿った各部・

各局・各課の行政施策の所掌分担を示したものでもあるが、体育課とその所管団体を除け

ば、各課におけるスポーツ行政施策の領域は部分的なものが多い。教育委員会系列、市長

部局系列、その他という行政組織群の設定は可能であろうが、各行政組織間の希薄な並立

的結合が、スポーツ行政施策という共通軸を結節点として、緩やかな複合組織を形成して

いる。 

 それではスポーツ行政組織間のコミュニケーションという側面ではどうであろうか。体

育課、事業団、体育協会、レクリエーション協会の権限・財源関係において、行政資源の

源を把握しているのは体育課である。体育課は市体協や事業団に対して監督的な立場にあ

り、人的側面においても、事業団へ職員を派遣している。また、学校施設の開放に携わる

社会教育課に対してコミュニケーションルートを形成しているし、さらに、婦人スポーツ

団体連絡協議会に対しても緩やかな指揮・監督を各連盟の長に対して行使している。また、

スポーツセンターの設立過程に見られるように、財政や立地選定をめぐり、体育課の立案

に修正案を提示し、水平的調整を行っている企画財政局の存在が指摘できる。スポーツ行

政施策においても企画財政局は、中央官庁の官房系組織と類似した働きを行っている。 

 その他のスポーツ行政組織と体育課との間では、横のコミュニケーションルートが成立

しているとは言い難い。各課においては縦の系列である直属の局や部の命令系統が主導的

に作動しており、中央政府レベルの行政組織間にみられるような縦横無尽のコミュニケー

ションルートは形成されていないように思われる５。市民の多様なスポーツ要求の噴出と

も言える状況の中で、スポーツ行政組織間のフォーマル、インフォーマルな水平的調整は

不可欠となっており、このことは市のスポーツ環境の変動に柔軟に対応できる行政体制を

整えることにつながる。例えば、縦割り組織の思考・行動様式を離れて、関係諸課の職員

を集めてプロジェクトチームを編成し、基幹的なスポーツ政策の構想づくりに取り組むと

いったことである。 

 さらに、横浜市におけるスポーツ行政組織をその基礎単位との関係で見ていきたい。図

表８―２は体育課を例に、スポーツ行政組織の基礎単位の所掌分担を示したものである。

企画振興係と社会体育係の所掌事務を各々定めた上で、係長の下に配置された行政職員の

事務分掌については、係員全体の連帯責任も含めて柔軟な体制がとられている。社会体育

係が所掌する 30 の施策単位のうち、担当職員 2 名割当のものが 18、1 名割当 10、全員担

当 2 となっている。企画振興係では 29 の施策単位のうち、2 名割当のものが 27 を占め、

残りの２つは全員担当となっている。社会体育係では 1 名の職員単位に所掌を割当ててい

るケースもあるが、総じて体育課の職務をめぐり体育課職員はチェーンのごとく連鎖し、

状況に応じた実質的な所掌分担の柔軟な変更を伴いつつ、スポーツ行政施策の立案・実施

に係の職員全員が連帯責任を持つような行政体制をとっている。 
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 事業団の予算面６におけるスポーツ課との連結について、まず、「収支予算総括表」に

よれば、事業団の会計は一般会計と６つの特別会計（自主事業、新横浜駐車場、国際競技

場、スポーツ医科学センター、国際プール、よこはまスポーツ振興基金）からなる。自主

事業、新横浜駐車場、よこはまスポーツ振興基金の特別会計を除き、各会計の科目の中で

突出しているのが「管理運営受託事業収入」（以下受託収入）である。一般会計の収入合

計 25 億 8000 万円（百万円以下四捨五入。以下同じ。）のうち 20 億 1000 万円がこれに相

当する。以下、国際総合競技場特別会計では 12 億 7000 万円のうち 11 億 2000 万円、スポ

ーツ医科学センター特別会計では 7 億 5000 万円のうち 6 億 5000 万円、国際プール特別会

計では 8 億 9000 万円のうち 8 億 7000 万円が受託収入で占められている。そして、各 「々管

理運営受託事業費」（以下受託事業費）として同額が支出されている。収入の部には「横

浜市補助金収入」として一般会計に 4 億 7000 万円、新横浜駐車場特別会計に 6000 万円計

上されているものの、この受託収入が横浜市からの実質的な補助金と見なしていいように

思われる。 

「一般会計収支予算書」によれば、前年度予算と比較して総額で 3 億 3000 万円の予算

減額がなされており、「マイナスの予算編成」が継続されていることが分かる。受託事業

費 20 億 1000 万円は野外活動施設運営費、スポーツセンター運営費、平沼記念体育館運営

費、横浜文化体育館運営費、社会体育施設施設営繕費から構成されるが、この中で「スポ

ーツセンター運営費」が 13 億 8000 万円占めており、この額は一般会計費総額の 50％以上

になっている。スポーツセンターの受託収入の内訳は、受託料収入 11 億円、利用料金収入

2 億 8000 万円で、80％が受託収入に相当する。要するに一般会計においては主として 17

区に設置されているスポーツセンターの管理運営費の比重が最も高くなっていることと、

これがほとんど横浜市からの補助金によって支えられていることが指摘できる。 

同様のことは国際総合競技場、スポーツ医科学センター、国際プールの管理運営につい

ても該当し、減額傾向の中で個々の受託事業収入について利用料金収入を差し引いた受託

料収入の割合は、国際総合競技場 87％（小数点以下四捨五入で以下同様）、スポーツ医科

学センター56％、国際プール 77％となっている。 

こうして見てくると、いわゆる「ハコモノ」の管理運営費が事業団予算を財政的に圧迫

していることが読み取れる。さらに、地方自治体とその外郭団体とのコントロール―被コ

ントロール関係が、横浜市の財政に大きく依存せざるを得ない事業団活動の自律性の矮小

化という中で、事業団予算にもそのまま反映されている。 

しかし、自主事業特別会計に目を向けると、支出予算総額 3 億 7000 万円は事業団予算

総額の僅か 6％を占めるに過ぎないものの、一般会計や他の特別会計（スポーツ振興基金

特別会計を除く）とは異なり、予算総額は前年度よりも 3000 万円ほど増加している。要す

るに事業団の所掌範囲と仕事量は拡大しているのである。さらに自主事業のパイの拡大は

横浜市への依存とは反対の方向、すなわち、事業団―市民活動のネットワークを形成する

契機となり得るのではないだろうか７。 

スポーツ課による事業団へのコントロールの態様と同様に、事業団は予算を通じて市体

協の活動を支え、市体協はスポーツ課からの補助金に依存している。市体協の「一般会計

収支予算書」によれば、一般会計収入合計 2 億 3,900 万円(10 万円以下四捨五入。以下同

様)のうち、そのほとんどが事業収入 1 億 1,900 万円と補助金等収入 1 億 200 万円で占めら
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れている。この事業収入のほとんどが五大都市体育大会事業収入 4,100 万円と横浜マラソ

ン大会事業収入 5,200 万円である。五大都市体育大会事業収入の場合、教育委員会から

4,000 万円の補助金が出ており、横浜マラソン大会事業収入の場合、教育委員会から 1,800

万円の補助金が出ている。また、補助金等収入の内訳は、横浜市補助金収入 9,000 万円、

よこはまスポーツ振興基金助成金収入 1,200 万円、県体育協会補助金収入 6 万円、県スポ

ーツ振興基金補助金収入 50 万円、民間助成金収入 20 万円となっており、横浜市補助金収

入の割合が高い８。そして、99 年度における市体協の一般会計収入 1 億 8,900 万円で補助

金等収入が 6,400 万円、2000 年度の場合、一般会計収入 1 億 400 万円で補助金等収入が 1

億 400 万円９であることから、スポーツ課からの補助金が 99 年度から 2000 年度にかけて

大幅に増加したことが分かる。また、市体協は事業収入においてもスポーツ課からの補助

金に依存している。 

事業団、スポーツ課、市体協のスタッフ１０によれば、市の事業団と体協が合併した神戸

市のような例もあるものの、横浜市の場合、事業団と市体育協会とはお互いに「テリトリ

ーが分かれている」ため両者の接点はない。ただし。専任の事業団職員が多くなる傾向に

あるため、スポーツ課職員の事業団への出向・派遣は減少してきている。事業団の主要業

務はスポーツセンターの管理運営（以前は月曜休館であったが現在は無休）であるが、ス

ポーツセンターの指導員の年齢が高くなっているため、実技指導から企画・立案の仕事に

業務の中心が移らざるを得なくなっている。総合型スポーツクラブの流れへの対応面でも

今後は地域社会の指導者の活力を活用していく方向で考えているという。 

 一方、スポーツ課は国内・国外スポーツイベント大会運営の事業団への一部委託や、2001

年度からのスポーツセンター利用料金制度導入を通じて、運営面での各スポーツセンター

の独自性を発揮させる方策をとるようになった。さらに各行政区が独自のスポーツ政策を

立案・企画する傾向も出てきている。なお５大都市体育大会も継続しており、この４都市

との情報交換を密接に行っている。スポーツ振興審議会についても 18 期から 19 期への移

行時を変革期と捉え、2001 年 12 月 6 日に開催した第１回審議会ではテーマ自体を決める

ことから始めたとしている。 

 市体協では各競技団体から評議員が選出され委員会を構成し、ここで各団体の意見交

換・調整がなされている。事業の主催は市体協（あるいは教育委員会との共催）、主管は

加盟団体という形態をとることが一般的である。例えば、横浜マラソン大会の運営に協力

し、競技団体の行う選手養成や生涯スポーツ振興を所管する。事業団は競技団体が行うス

ポーツ振興以外の「さわやかスポーツ・レクリエーション」などを所管する。スポーツ課

との関係と同様、両者の連携はあるものの、役割分担ははっきりしている。なお、体協は

体育指導委員とはほとんど関係していない。体協として、総合型地域スポーツクラブへの

対応については課題を抱えている。人口 340 万人の横浜市では大きなクラブか小さなクラ

ブかという論点はあるにせよ、現状ではクラブをとても把握し切れず、そのことが改革そ

のものを難しくしている。また、例えば、陸上競技協会への加盟団体もあり、こうした団

体とクラブとの関係を無視できない。確かに各競技団体の発言には差異が出てくるものの、

調整がつかないというレベルではなく、各競技団体の意向が尊重された意思決定がなされ

ている。国→県→市といった上意下達的なコミュニケーションを将来的には変えていかな

ければならないという指摘もある。 
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２.  川崎市における生涯学習振興事業団の設立 

 

長らく直営によるスポーツ行政サービスを提供してきた川崎市では、1993 年に財団法人

川崎市生涯学習振興事業団スポーツ事業室（以下、事業室と略。事業団の設立は 1990 年）

が発足した。スポーツ施設（川崎市体育館、幸スポーツセンター、石川記念武道館、とど

ろきアリーナ、高津スポーツセンター、麻生スポーツセンター）の管理運営を受託してい

る。「役割分担について、教育委員会事務局（生涯学習推進課・スポーツ課）、生涯学習

振興事業団（総務室・スポーツ事業室）及びスポーツ受託施設の三者間において協議、整

理を行い各々の事務の円滑化を進めている。特に、スポーツ事業室は各施設の利用活動状

況及び運営課題等を掌握しながら施設間の情報交換、連絡調整の役割を担い、行政との課

題協議等連携を図っている」と説明される１１。 

また、スポーツ事業室の役割は、「派遣職員の勤務上の課題の把握と解決策（行政と協

議）、スポーツ施設整備状況の把握と行政への報告、スポーツ施設の運営上の課題の掌握

と行政への報告、健康づくりスポーツの振興、ニュースポーツの普及、スポーツ振興事業

の方向づけと連携案の立案」と位置づけられる１２。 

スポーツ課が有する事業費である体育保健費予算は、99 年度 6 億 7,000 万円（百万円以

下四捨五入。以下同じ）で、その内訳は、体育振興費 9,000 万円、体育施設費 5 億 8,000

万円である。2000 年度は体育保健費 6 億 7,000 万円で、内訳は、体育振興費 1 億円、体育

施設費 5 億 7,000 万円となっている。そして、2001 年度は体育保健費 6 億 5,000 万円で、

内訳は、体育振興費 9,400 万円、体育施設費 5 億 6,000 万円となっている。このように総

額はほぼ横ばいで推移している。体育施設費はその７割近くがスポーツセンター等の管理

運営費に相当するが、川崎市でもこれが占める比重が非常に高い割合になっていることが

分かる１３。 

 また、川崎市体育協会（1992 年に財団法人化）の予算書によれば、収入合計 6,900 万円

（10 万円単位四捨五入。以下同じ）のうち、事業収入（受講料収入）2,800 万円、市受託

事業収入 1,800 万円、市補助金収入 1,500 万円、県体協補助金収入 60 万円となっている。

前年度と比較して事業収入と市受託事業収入はほぼ横ばいであるが、市補助金収入は前年

度 1,700 万円であり、約 200 万円の減額となっている１４。このように市体協の財政はその

半分近くを市からの補助金に依存している。 

 スポーツ課、事業室、市体協のスタッフ１５によれば、事業室設立前までは市職員がスポ

ーツセンターに出向・派遣されていた。スポーツセンター等の館長は市職員の身分のまま

であるものの、現在、スポーツセンターのスタッフは多くが常勤嘱託職員である。教育委

員会事務局の職員ＯＢが受け付けや管理を嘱託されている形となっている。事業室につい

ては、市の派遣職員が企画・実施の中心となっている、という。 

川崎市ではニュースポーツの開発に力を入れているものの、南北に細長い地理的要因も

あってなかなか普及しない。既存のスポーツセンターには大体育室、小体育室、武道場、

トレーニング施設は備えてあるものの、プールのないことがネックとなっている。総合型

地域スポーツクラブについて、人口 1,2 万人のところでの成功例は聞くが、人口 160 万人

の川崎市では慎重に動かざるを得ない。スポーツ行政サービスはお金を払わないで受ける
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のが当然という市民感覚を変えることが課題である。市の体育指導委員は 450 人で、町内

会の推薦で決まるため実質的に区長レベルで決まってしまう。企業の施設開放もエリアが

限定され難しい状況にある、という説明である。 

事業室としては、事業室独自で目的設定をすることはできない点など、市のスポーツ行

政をめぐる担当組織の役割分担が一番大きな課題であると考えている。スポーツ課はスポ

ーツセンター等の運営管理を事業室に委託しているというが、実際のソフトサービスの部

分での役割分担が不明確である。スポーツセンターの指導員は非常勤扱いであることも課

題となっている。ただし、スポーツ振興を文化活動振興と捉えて包括的に取り組むことに

ついては賛成である。文化＝スポーツ、スポーツ＝芸術という捉え方である。そのような

意味ではメリットが大きいと思う。例えば、川崎の南武蔵ではうどん作りがさかんで、こ

うした集まりでは食文化とスポーツとの関わりが話題となっている。 

ハード面でのスポーツ整備も課題である。２つの行政区にまだスポーツセンターができ

ておらず、この点、図書館整備と比べて遅れている。スポーツクラブについても小さい単

位の方がやりやすいので、小中学校区あたりを拠点にしたものに落ち着いた方がいいので

はないか、と述べている。 

市体協からみて加盟団体間では「あまり中身に触れないという感じ」で、発言をめぐる

温度差はないようである。理事会にはスポーツ課長が出席している。自主事業よりも委託

事業の方が多く、「行事のボリューム」に応じて市の補助金額は異なる。加盟団体には人

数の多寡に関わらず１団体に 5 万円（2001 年度。2000 年度は 10 万円）が提供される。こ

の 5 万円のうち、市からは 2 万円の補助金が出ている。 

市体協のユニークな事業はスポーツ指導者派遣事業である。100 万円と少額な予算規模

ではあるが、加盟団体から推薦を受けた者を対象に養成講習を行っている。その成果を「市

民に投げかける形」で、市民が欲する指導者をグループに派遣する。130 名ほどの指導者

がいて、指導者手当て 5,000 円のうち、2,500 円を市体協が補助する。10 回分 5 万円のう

ち 2 万 5,000 円を補助することになる。この事業は非常に人気が高く、最も成功している

事業であると言える。その意味で、総合型地域スポーツクラブと市体協が要請する指導者

とは今後リンクしてくるのではないかと期待している。「地に足のついたスポーツ振興」

を着実に達成していきたい。指導者に対する需要は多様であり、高齢者スポーツサークル、

歩け歩けサークル、小学校の総合学習（剣道・なぎなたなど）、スポーツ少年団への派遣

要望がある。そのための財源の拡大が今後の課題である。 

市のスポーツ振興の特徴として、多くの小学校教員がスポーツ少年団の活動を手助けし

ている。例えば、スポーツ少年団の大運動会に 40 名ぐらいの教員が参画し 200 名の生徒を

サポートしている。多種目に取り組むスポーツ少年団もあり、指導者についても今までの

ような「抱え込みではいけない」し、「よそを見せないで自分のところだけでやるのはい

けない」と考えている。事業室設置の際、市体協と事業室との役割分担があいまいなまま

だった。都市規模の点で、ちょうどスポーツ振興には川崎市ぐらい規模が適正ではないか。

県内では横須賀市、小田原市、藤沢市などがしっかりしたスポーツ振興体制を整えるよう

になった。 

 1999 年に「政令指定都市体育協会協議会」というのが設置された。大阪市の場合は、大

阪ドームの中に体協の事務局がある。政令市間で委託の違いから仕事量が大幅に異なる。



 201 

関西地方の体協は「人も付けて施設もつけている」という印象である。また、自分で事業

を委託して自分で事業を受けるのはおかしいという理屈から全国的に市長が体協の会長で

あることには批判がある、と述べている。 

 

３．藤沢市におけるスポーツ振興財団の設立 

 

 藤沢市では 2000 年 12 月に「財団法人藤沢市スポーツ振興財団」（以下、財団と略）が

設立され、2001 年 4 月から事業が開始された１６。「民間と協働し、民間活力を生かした新

しい発想によるスポーツ振興を目的」としている。1999 年 2 月に藤沢市スポーツ振興審議

会から「生涯スポーツを推進する財団法人の設立」についての建議を受け、同年 10 月、市

とスポーツ・レクリエーション団体、市民団体の代表者から構成された「設立検討委員会」

の協議を経て、2000 年 4 月に「設立委員会」の設置に至った。この設立委員会が財団の骨

格についての協議を行い、同年 12 月に財団が設立された。「民間の創意・発想に基づいた

事業の展開とスポーツ施設の管理運営」「より広い市民参加と民間活力を導入することに

よって、新たな分野への柔軟な対応を目指す」とされている１７。 

財団の事業内容で興味深いのは、例えば、メインアリーナ、サブアリーナ、軽体育室、

武道室などが備わった多目的スポーツ施設である秩父宮記念体育館の利用をめぐる「加算

使用料」の設定である。「使用団体が営利を目的とし、かつ入場料その他これに類する料

金（以下、入場料等）を徴収する場合は、基本料金の 30 倍」「使用団体が営利を目的とす

るが入場料を徴収しない場合は、基本料金の３倍」「使用団体が営利を目的としないが入

場料等を徴収する場合は、基本料金の２倍」と３段階の設定をしている１８。財団設置以前

の導入施策ではあるものの、市民参加と民間活力の融合を企図する一方策と考えられる。  

財団は市教育委員会スポーツ課のもとに位置づけられる。また、市内 35 地区に「地区

社会体育振興協議会」があり、これを束ねる形で「地区社会体育振興協議会連合会」が結

成されている。 

財団の「収支予算書総括表」によれば、収入合計 10 億 2,200 万円（十万円単位四捨五

入。以下同じ）のうち、「補助金等収入」は 8 億 9,000 万円で、内訳は、一般会計 4,500

万円、スポーツ事業特別会計 8 億 4,400 万円となっている。スポーツ事業特別会計につい

て見ると、補助金等収入の内訳は、スポーツ事業受託収入 1 億 5,600 万円、スポーツ施設

管理運営受託収入 6 億 8,800 万円となっている。支出において各々ほぼそのままの割合で

事業費（スポーツ教室事業費、各種大会等開催費、スポーツ開放事業費、健康ライフ推進

事業費、指導者養成事業費、広報情報事業費）とスポーツ施設管理運営事業費に費やされ

ている１９。このように財団の財源は市に大きく依存している。 

スポーツ課スタッフ２０によれば、財団設立の動きは98年の神奈川国体以後本格化した。

国体実施にあたっては国や県から補助があったものの、総合計画の目標達成、秋葉台スポ

ーツセンターの改修工事、温水プール、秩父宮体育館の改修（50 億円）に向け、「動きを

良くするために」財団を設立した。財団になり大相撲興行など「マーケット」の側面も重

視するようになった。プロレスやバレーボール男女のオールスター大会なども開催した。

その他にもシドニーオリンピックにおけるビーチバレー銅メダリストといったトップアス

リートによる講演会も開催するようになった。 
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例えば、指導者養成についても、中学校の部活の廃部が多い状況の中で、市教育委員会

と連携して指導者やボランティアを派遣しようという方策を進めている。さらに、地域性

を生かしたビーチバレーやマリンスポーツを重視し、今後はこうした領域に民間業者をく

み上げていきたいとしている。スポーツ施設の効率的運営に関して、開館の１時間延長や

施設使用の手続きの簡素化にも取り組んでいる。また、経済産業省から指定を受けて「Ｉ

Ｔスポーツ整備計画」を立てている。これにより IC カードを発行し、インターネット利用

を通じて 13 の市内公民館と自宅からのスポーツ施設利用申込が可能になる。将来的にはこ

のシステムをスポーツ以外の行政サービスにも付加しようとしている。 

財団設立にあたっては相模原市と大和市の例を参考にした。人口 38 万人の藤沢市の場

合、特に卓球、バトミントン、水泳など、高齢者のスポーツ活動に対する需要が増えてい

る中で、これに対応するスポーツ振興を展開する上で横浜市よりも「小回りがきく」こと

は確かであるという。 

 このように藤沢市の場合、大都市である横浜や川崎と比べて市民と行政との距離が近い

がゆえに、行政レベルで草の根レベルのスポーツ需要を把握している状況が窺えると同時

に、財団の機動性を生かした形でのスポーツ振興策を模索していることが分かる。 

 

４. 横浜市、川崎市、藤沢市のスポーツ行政をめぐる諸アクター関係の特質２１ 

 

 第１に、三都市のいずれにおいてもスポーツ施設の管理運営がスポーツ行政における財

政面で大きな負担となっている。スポーツセンターの指導員の処遇については、これを専

任とする横浜市と非常勤扱いとする川崎市とは異なっているものの、横浜市の場合、セン

ター指導員の高齢化が課題となっている。こうした財政負担と連動してスポーツ施設の管

理運営において事業団、財団、事業室は各々独自色を出そうとしているものの、未だ試行

錯誤の段階である。中でも事業団設立から 20 年近くが経過しようとしている横浜市では、

その都市規模と相俟って機動的で柔軟なサービスを提供し難い状況にある。 

 第２に、横浜市と川崎市では市体協の役割が転機を迎えている。小学校区レベルを起点

とする総合型地域スポーツクラブ設置の動きに両市、特に横浜市の体協はその規模の面で

も機能的にも対応できない。両市とも行政区レベルを軸とする体協のあり方が模索されて

もいいのではないか。川崎市体協の指導者派遣というユニークな事業を拡大してくために

は、スタッフや専任職員の充実２２と同時にボランリーセクターの参入を図ることで、加盟

団体主導の構図そのものを見直していく必要があるように思われる。 

 第３に、藤沢市の場合、地区社会体育振興協議会に見られるように、横浜市や川崎市と

比べて、草の根レベルでのスポーツ諸活動を行政が実態的に把握している。その意味で公

的セクターと市民セクターとの連携を考えた場合、スポーツ振興をめぐる行政の最適規模

は藤沢市レベルではないかという見方もできる。 

 第４に、事業団、財団、事業室とスポーツ課とは財源やスタッフ、権限の面でスポーツ

課を優位とする相互関係が構築されている。市からの補助金等への依存構造の中で、三都

市の財団法人は、柔軟な公的セクターというメリットを生かし切れないでいる。横浜市の

場合、事業団を設立し直営サービスからの転換による成果が設立以来ほとんど現れていな

いといえる。スポーツ課が提供するサービスの空洞化傾向が強まる中で、事業団のリソー
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スをほぼ全面的にスポーツ課に依存する現状では、今後もこうした課題の克服は難しいの

ではないか。藤沢市が模索し始めたように、ボランタリーセクターや私的セクターを運営

そのものに参入させ、財源などリソースをめぐる行政依存からこの両セクターが提供する

リソースを機能的に組み込んでいく必要がある。 

 第５に、川崎市のスポーツ事業室が生涯学習という枠組みの中でスポーツ振興に取り組

むことになった意義を指摘したい。総合型地域スポーツクラブがスポーツ活動を文化諸活

動から切り離すのではなく、これらに融合させていくことでスポーツ活動そのもののの質

が高まっていくことは否定できないからである。そして、今後はこうしたスポーツ行政を

めぐる諸アクター間のネットワーク形成において、いずれのセクターにおいても組織を構

成する諸個人の自己責任が問われることになるであろう２３。 

 

 

第２節 地域総合スポーツセンターの設立をめぐる意思決定過程 

―1970 年代後半における行政アクターの動態― 

 

１. 行政主導型の意思決定過程 

 

 横浜市港南スポーツセンター(1980 年 10 月開設。建設費約 8,300 万円、延床面積約 3,600

㎡、大小体育室・体力相談室等を備える多目的・総合的施設)の設立をめぐる予算編成を中

心とした過程を、事業担当課である横浜市教育委員会社会教育部体育課（以下体育課と略）

に焦点を当てて見ていきたい。港南スポーツセンターの設立は当時の新規事業であり、以

後各行政区に同種の施設が建設されていくことになる。 

 設立過程を仔細に検討２４していくと、用地選定から最終的に組合の承認を受けるまでの

間に、市の財政局や助役、補助金や起債をめぐる文部省や自治省といった様々な行政内部・

行政外部のアクターが体育課に関与しながらも、体育課の主導性には揺らぎが見られず、

「体育課主導型」の意思決定過程が明らかになる。したがって、ここでの視点は、「問題

解決に当たる特定の個人または組織の選択的活動に着目」し、「個別主体の意思決定の過

程」に焦点を置き、「その主体以外の要素はすべて外的環境として扱」ったと言い換えて

もよい２５。 

 まず、横浜市スポーツ振興審議会による「横浜市における体育・スポーツの振興策につ

いて」の答申以後、体育課が日本体育施設協会へ建設計画の調査報告を委託するまでを、

審議会の答申(75 年 1 月)、「横浜市新５カ年指標」の策定(77 年 6 月)、上記二者を受ける

形での港南スポーツセンターの用地購入をめぐる予算編成過程(77 年 8 月～78 年 3 月)、の

三つの時期に分けて取り扱う。この間は体育課がスポーツセンターの設立に向けて情報収

集、計画作り等を進める準備段階である。 

 次に、こうした体育課のスポーツセンター設立をめぐる姿勢や方向付けが、「建設計画

調査報告書」という形で集約され、設立に向けての体制固めがなされた後、多少の揺さぶ

りを受けながらも、議会、市民、組合からの事後的承認を取り付けるまでの過程を、「横

浜市方面別体育館建設計画調査報告書」の作成(78 年 3 月～7 月)、港南スポーツセンター

建設をめぐる予算編成過程および補助申請等(78 年 8 月～80 年 3 月)、港南スポーツセンタ
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ーの職員体制をめぐる組合交渉等(80 年 3 月～10 月)、の三時期に分けて検討する。 

 そして、体育課を中心とする意思決定過程における各アクターの影響力関係を考慮しつ

つ構造図を提示したい。なお、「スポーツセンター」という名称が確定したのは 80 年の開

設直前であり、「方面別地域(総合)体育館」という名称が頻繁に使われているが、引用や

報告書名以外はスポーツセンターと称した。 

 

２.「横浜市スポーツ振興審議会」の答申から「建設計画」の委託まで(75 年 1 月～78                                    

年 3 月) 

 

（１）「横浜市スポーツ振興審議会」の答申 

 横浜市におけるスポーツセンター設置に関連する提言は、教育委員会の諮問に対して

1971 年 8 月に横浜市スポーツ振興審議会(以下審議会と略。議員、学識経験者、民間代表

等 15 名から構成)が行った「子どもの体力づくりについて」がある。この中で、「社会体

育施設のシビルミニマムを確立し、都市計画の一環として年次建設プランを作成する」２６

よう提言している。また、73 年 2 月に策定された「横浜市総合計画」２７では「地域体育館

を各区に１館建設する」２８とした。しかし、当時の石油危機による物価高騰や自治省によ

る起債制限の通達などのために市の財政計画の見通しが立たなくなり、中期計画(73～77

年度)の策定が中止されたことでスポーツセンターの建設も水を差された格好となった。 

 74 年 8 月 27 日、審議会は教育委員会から「横浜市における体育・スポーツの振興策に

ついて」諮問を受け、同日、審議に入った。審議会委員 15 名の他に教育長、社会教育部長、

体育課長、社会体育係長、学校体育係長、指導主事 2 名、担当職員 1 名が出席した会議に

おいて、委員からは土地購入の困難や特別な団体の優先利用を懸念する声が挙がった。以

後、４回にわたる審議を経て、75 年 1 月 25 日の最終答申で、「総合的・多目的施設」の

設置が提言された。さらに、「その管理・運営は住民の参加で行う」２９とされた。 

 

（２）「横浜市新５カ年指標」の策定 

 77 年６月には「横浜市新５カ年指標」が策定された。76 年 7 月以降、市の企画調整局や

財政局が各担当課の意向を吸収する形で原案を作成し、６回にわたる「市会第１委員会研

究会」や各区別合計 30 回にわたる区民会議等を経て完成した。スポーツセンターについて

は「方面別に四館を建設し、体育活動の拠点とする。また、地区センターには原則として

付属体育館を併設し、方面別体育館と合わせて一区一館の整備をはかる」と明記された３０。

この時点で建設されていた磯子地区センター(市民局所管)には体育館が併設されており、

これを「地域体育館」とし、81 年度末までに地区センターに併設した形で「地域体育館」

を九館、スポーツセンターを南部、西部、北西部、北部の方面別に四館建設し、両者合わ

せて「一区に一館」の整備を掲げたのである。 

 「新５カ年指標」策定後、すぐに企画調整局から港南区におけるボーリング場売却の情

報を受けたこともあって、以後、体育課職員 15 名のうち、課長、係長、担当職員 3 名、指

導主事１名の合計６名が各々の考えを調整し合いながら主導的に活動することになる。 

 スポーツセンターの設立理由として体育課は、①当時、体育課所管の体育館は無く、平

沼記念体育館・横浜文化体育館は市民局所管であり、しかもイベント中心のため市民の日
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常スポーツとの関わりは少なかった。②体育課は学校開放への従事、「市長への手紙」、

体育指導委員やスポーツ関係者の声を通じて、スポーツ施設設置に対する市民の強い要望

を肌で感じていた。③小・中学校の建設が一段落した。⑤75 年 1 月の審議会答申に対応し

なければならない時期にタイミングよく「新５カ年指標」が策定された、ことを挙げてい

る。なぜ最初に港南区なのか、については、先述したようにボーリング場売却という偶然

性が強い。体育課はスポーツセンターに運動場が併設された総合公園的なものを考えてい

たが、大規模用地購入の難しさなどから実現を断念し、スポーツセンターのみの設立に絞

ってとにかく用地を手に入れるという方針をとった。また、港南区の場合、他区と比較し

て「体育指導委員の組織がしっかりしており、町内会・自治会・区体協との連携もうまく

いっていた」３１事情や、当該用地に関する財政局用地調整課や市民局市民課からの情報も

参考にした結果、スポーツセンターの設置体制が整っていると判断したのである。議員に

よる誘致活動はなかった。 

 財政局は文部省の「体育施設整備費補助金交付要綱」３２と平沼記念体育館・横浜文化体

育館の床面積を考慮して、港南スポーツセンターの延床面積が 3,000 ㎡以上になるよう指

示を出し、これを受けて体育課は神戸市や東京港区のスポーツセンター、厚木市にある「神

奈川県中央体育館」を視察した。体育課は、この年の夏には財団法人日本体育施設協会（文

部省の認可団体。以下施設協会と略）が行った体育施設整備士養成講習会に参加し、長崎

県の「大村市営体育館」や東京の「足立区総合スポーツセンター」に関する情報を得てい

る。また、72 年の保健体育審議会答申やその他交通の便、指導員の配置などを考慮してい

る。 

 

（３）用地購入をめぐる予算編成過程 

 77 年 8 月に体育課は教育委員会内での調整を経て概算要求を行い、9 月の市長予算編成

方針(地方財政をめぐる諸環境の説明、補助金の取り扱い方針、予算編成日程等財政局が作

成)を受けて、10 月には「公有財産(用地)購入費」60,000 万円、基本設計・測量・ボーリ

ング調査等の委託料 7,000 万円を財政局に予算要求した。財政局は、南部・西部・北西部・

北部の方面別に順次建設していくこと、港南スポーツセンターの延床面積が 3,000～5,000

㎡の間であること、の二点を確認して 78 年 1 月には財政局内示が出された。この時点で港

南スポーツセンターの用地確保が決定したと言える。この間、77 年 11 月には審議会から

意見具申がなされ、「広域における多目的に利用できる総合的施設の建設」３３が提言され

ている。そして、78 年 3 月に体育課はスポーツセンターの建設計画調査報告を施設協会に

委託したのである。 

 

 

３.「建設計画調査報告書」の作成から組合交渉の妥結まで(78 年 3 月～80 年 10 月) 

 

（１）「横浜市方面別体育館建設計画調査報告書」の作成 

 「体育施設整備士養成講習会」への参加で、長崎の「大村体育館」(70 年に施設協会が

建設計画を受託)についての情報を得たことが直接的な契機となり、78 年 3 月に体育課は

施設協会にスポーツセンターの「建設計画調査報告」の作成を委託した(以下「報告書」と
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略）。体育課としては施設協会の「御墨付き」３４を貰うことで、議会対策等に有利な状況

を作り出そうとしたのである。原案はほとんど体育課が容易し、この年の 3 月から 8 月ま

での間に月２，３回、合計 10 回程度の打ち合わせを経て「報告書」が完成した。 

 「報告書」では、「建設前に市民のスポーツ意識調査を実施したい」として、学校教育、

社会教育、スポーツ団体、民間団体、自治会・町内会等の「スポーツに対する動向、すな

わち、それ等の人々が、どのようなスポーツ意識を持っているかを調査した上で、その施

設の機能・内容を決定するのが理想的であろう」３５と述べられている。さらに、建設と完

成後の管理・運営の一体計画の必要性が指摘された後、市議会議員、学識経験者、行政代

表、スポーツ団体代表からなる委員会の下に「各地域から選ばれた建設協力者会議のよう

な組織をつくり、広く市民の意見をきく」３６必要性も強調された。「横浜市方面別体育館」

については、「従来の貸し体育館以上の機能が、専任指導者、ボランティア・リーダー、

地域住民一体となって発揮されることが期待される」３７と位置づけている。 

 

（２）港南スポーツセンター建設をめぐる予算編成過程および補助申請等 

 78 年 8 月に体育課は方針伺いを行い、これが企画調整局→財政局→市民局→三助役→市

長と回る過程で、方面別建設方針や用地も含めたスポーツセンターの規模や機能、市民局

所管の地区センター併設等について確認がなされ、同月、市長決裁がなされた。これを受

けて 9 月には概算要求、そして、同月の市長予算編成方針説明の後、10 月には予算要求を

行った。横浜市では経常的経費を「Ａ経費」、投資的経費を「Ｂ経費」と呼んでおり、予

算要求では後者について国庫支出金 10,900 万円、市債 141,900 万円、一般財源 44,500 万

円が計上された３８。なお、市債には北西部の旭スポーツセンターの建設用地購入費 120,000

万円が含まれていた。スポーツセンター建設と国からの補助金との関係について、体育課

は、「方面別四カ所のうち  二カ所取れればよい」３９という考えで臨んでいる。 

 この予算要求は自治省の予算編成指導を受けた財政局を経て、部長査定→助役査定→市

長査定と経由し、79 年 1 月に予算査定が行われたが、その際に市長、助役、教育長（体育

課長も臨席）、財政局長との間で 3 時間余りにわたる議論がなされた。ここで問題となっ

たのは、南部方面におけるゴミ焼却余熱利用施設(老人福祉施設と温水プール)と港南スポ

ーツセンターとの関係であった。余熱利用施設としての温水プールの設置が決まったこと

で、港南スポーツセンターに予定されていたプール設置が中止になったことを受けて、助

役が港南スポーツセンターの延床面積を従来の 3,500 ㎡から 3,000 ㎡に減らすよう主張し

たのである。 

 当時の助役は横浜市役所内からの「持ち上がりのため市政に詳しく」４０、今後他の方面

に、あるいは「一区に一館」スポーツセンターが建設されることを念頭において、第一館

目の港南スポーツセンターはなるべく小規模に押さえて後々の財政負担を少しでも軽くし

たいという考えであった。これに対して体育課は、他のスポーツセンターにプールを設置

する可能性を残すためには 3,500 ㎡を維持するという考えを譲らず、結局、3,500 ㎡で合

意させ、体育課が「押し切った」４１格好となった。その後、79 年の市会第１回定例会にお

ける 79 年度一般会計予算の成立をもって、港南スポーツセンターの建設予算は正式に承認

されたが、建設をめぐる本会議での討議は皆無に等しい。 

 体育課は既に 78 年 12 月に港南スポーツセンターの基本設計を設計業者に委託し、79 年
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3 月末に基本設計が完了すると、4 月には実施設計を委託した。起債の許可申請については

市の財政局資金課が主導権を持っていた。すなわち、財政局は大蔵省関東財務局の指示を

受けて各事業担当課に対し内部ヒアリングを行った後（この間、国レベルでは大蔵省と自

治省との間で調整がなされている）、起債許可申請書を一括して神奈川県の地方課に提出

した。地方課から起債充当率の決定権を持つ自治省に渡り、内示がなされたという次第で

ある。 

 体育課は、実施設計完了前の 79 年 8 月に、設計業者に建設事業費を概算させ、形式とし

ては県の体育課を一括経由して文部省への補助申請を行った。その際には港南スポーツセ

ンターの建設理由・建設事業費に関する歳出歳入予算書・施設平面図や敷地および建物の

配置図・管理および運営に関する計画概要などを記載した書類の提出が義務づけられた４２。

この年、文部省はスポーツ施設建設に対して全国１２カ所に補助金交付の決定を下したが、

補助申請を行った自治体は横浜市を含めて２０団体に及んだ。 

 79 年 9 月初めに港南スポーツセンター建設の「契約議案」(30,000 万円を超える事業に

ついては議会にかけることが義務づけられている）が議会を通過した後、同月、体育課は

文部省から補助金交付の内示、財政局から起債許可の内示を受け、9月20日着工に入った。

10 月に市は県を経由して補助申請を行い、12 月には教育長の大蔵省に対する港南スポーツ

センター建設に関わる補助金交付の陳情行為を経て、同月、大蔵内示を受けた。 

 

（３）港南スポ－ツセンタ－の職員体制をめぐる組合交渉 

 80 年 3 月に体育課は文部省に港南スポ－ツセンタ－建設事業の「実績報告書」４３を提出

した後、同月、「横浜市従業員労働組合教育委員会支部」（以下組合と略）に対して「仮

称南部総合体育館」についての提案を行った。この中で、港南スポ－ツセンタ－の概要・

施設内容・職員体制等に関し大まかな説明がなされた４４。組合は 5 月に体育課から提案さ

れた港南スポ－ツセンタ－設立に向けての準備担当主査設置４５)については了承したもの

の、市民への情報・体育課所管の意義付け・職員体制等に関する交渉（教育委員会の総務

課長、体育課長、組合 3 名）をめぐり「議論が噛み合わない」４６結果となった。 

 9 月における体育課と組合の交渉の焦点は職員体制に関してであった。すなわち、港南

スポ－ツセンタ－の職員体制について、正規職員として 3 名（所長含む）、嘱託職員とし

て指導員 5 名と労務 2 名、清掃・警備・電気・機会保守については職員を置かず委託 4 名

にするという体育課の提案に対し、組合の主張は、すべて正規職員としたうえで、事務を

4 名、労務を 2 名それぞれ増員せよというものであった４７。このように組合が正規職員の

増員を主張した背景には、横浜市の場合、他の大都市に比較して教育委員会の職員数の対

人口比が少ないといったことや、他都市との研究会等で、「横浜の社会体育は、特に施設

面で立ち遅れている」４８という実感を組合が持っていた事情がある。 

 組合は嘱託職員では行政への職員参加が図られないとし、特に指導員については、その

勤務条件の点からも正規職員を当てるべきだという考えに立った。これに対して体育課は、

体育系の大学・学部卒業後、教員採用試験合格を目指す者を嘱託として一年契約で雇用し

たほうが経費も押さえられ、しかも、指導に対する姿勢も熱心になり、入れ替えもきくと

して譲らなかった。港南スポ－ツセンタ－開設の直前にあたる 10 月の交渉において体育課

は、①嘱託指導員の雇用期間を 1 年でなく 3 年を限度とすること、②指導員の賃金引き上
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げ（当時の大卒平均賃金を上回る額）、③正規労務 2 名の増員、という線で組合からの了

承を取り付けた。 

 体育課は組合交渉に取り組む一方で、8 月には港南区選出の市会議員、県会議員を集め

て「議員会議」を開き、足固めを行った。また、同年、港南区において、当該地区の町内

会会長、連合自治会、婦人団体、区体協、青少年団体、子供会の代表など全部で 40 名余り

を集めて「町内会会議」を行った。この時、区民による施設運営委員会をつくるべきだと

いう声が上がるが、体育課としてはこれを認めると、「以後建設される他のスポ－ツセン

タ－にも運営委員会設置を認めざるを得なくなる」４９という判断がなされた。そこで、区

民に対して、港南スポ－ツセンタ－の規模・機能を考慮した場合、その管理・運営は専門

知識を有した市の職員でなければ難しいと説明し、結局、運営委員会の設置は実現にまで

は至らなかった。 

 議会に対しては「南部方面別総合体育館」を「港南スポ－ツセンタ－」という名称に変

えたうえで、80 年 9 月に「横浜市スポ－ツセンタ－条例」として市長提案され、第 6 常任

委員会での採択を経て10月 2日に本会議で可決成立した。条例は全11条と別表からなり、

例えば 3 条には事業内容として、スポ－ツ教室・指導者養成研修会の開催、スポ－ツ体力

相談等が業務について記されている５０。そして、 10 月 15 日の竣工直前になって、「広

報よこはま」（港南区版）に港南スポ－ツセンタ－に関する交通の便、施設内容等につい

て簡単にまとめられた紹介記事の掲載の後、同月 23 日の開設に至った。 

 

 

４.「体育課主導型」の意思決定過程の特徴 

 

（１）港南スポ－ツセンタ－設立をめぐる意思決定構造 

 以上のように、港南スポ－ツセンタ－の開設に至るまで、その影響力には差異があるも

のの、様々な行政内部・外部の諸アクタ－が、事業担当課である体育課を中心とする意思

決定過程に絡んできた動態が読み取れた。 

 すなわち、75 年 1 月から 78 年 3 月までの意思決定過程では行政内部アクタ－として、

総合計画(73 年)・「新５カ年指標」(77 年の「方面別体育館」四館建設構想)、企画調整局

（ボ－リング場売却の情報提供）、財政局（延床面積の指示、用地調整に関する情報提供、

予算要求に対する内示）、市長（予算編成方針）、市民局（当該地区市民に関する情報提

供）が関与した。行政外部アクターとして、審議会（71、75、77 年の答申）、施設協会（他

都市におけるスポ－ツ 設に関する情報提供）、議会（予算の承認）といった諸アクタ－を

挙げることができる。 

 78 年 3 月から 80 年 10 月までの意思決定過程では、行政内部アクタ－として、企画調整

局（方針決済）、財政局（方針決済、予算要求、予算査定、起債許可申請、起債許可の内

示）、市長（方針決済、予算編成方針、予算査定）、助役（方針決済、予算査定）、市民

局（方針決済）、組合(職員体制をめぐる交渉)といった各アクタ－が存在する。行政外部

アクタ－としては国レベルにおいて、施設協会（「報告書」作成）、自治省（予算編成指

導、起債充当率の決定、起債許可申請に対する内示）、大蔵省（財政局に対し大蔵省関東

財務局を通じて指示、補助申請に対する内示）、文部省（補助金交付施設の選定、実績報
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告書の審査）が挙げられる。 

 自治体レベルの行政アクタ－としては、県（財政局からの起債許可申請書を一括して自

治省へ提出、体育課の補助申請書を一括して文部省へ提出）、議会・議員（予算・契約議

案・条例の承認、港南区選出の議員会議）、組合（職員体制をめぐる交渉）、市民（港南

区の町内会会議）が存在した。 

 このように、主導アクタ－である体育課に各々の行政内部・外部アクタ－が絡んでくる、

75年 1月の審議会答申から80 年 10月までの港南スポ－ツセンタ－設立をめぐる意思決定

過程を、時系列的に整理した構造図が図表８―３である。 

 

（２）「体育課主導型」の意思決定過程の特徴 

 このような「体育課主導型」の意思決定過程の特徴を整理・要約すれば以下の３点にな

るであろう。すなわち、①審議会答申（75 年）・「新５か年指標」（77 年）・「報告書」

（78 年）の作成には、いずれも体育課が実質的に原案作成者として参加し、各々の内容に

ついても体育課が主導した。審議会答申や「報告書」に見られる運動場のスポ－センタ－

への併設や建設過程および管理・運営の市民参加等を除けば、それぞれの内容は体育課の

意向をそのまま反映していると言っても過言ではない。②体育課は、スポ－ツセンタ－設

立という施策の実現の中で、審議会答申・「新５か年指標」・「報告書」をまさに国から

「御墨付き」を受けたものとして前面に押し出しながら主導性を発揮した。 

③行政内部・外部の諸アクターの影響を受けながらも、予算要求における補助金獲得へ臨

む態勢（78 年 10 月）、予算査定におけるスポ－ツセンタ－の規模をめぐる助役との議論

（79 年 1 月）などに見られたように、体育課のスポ－ツセンター設立に向けての基本姿勢

は終始一貫して変わらなかった、ということである。 

 ここでは考察の中心を総体としての体育課に置いたため、体育課内部の課長・係長・担

当職員・指導主事といった個々人間での調整・役割分担等には触れなかった。また、社会

教育部や教育委員会内部における複数の係・課・部間での水平的・垂直的調整にも考察は

及んでいない。その他、市長の交代（78 年に飛鳥田市長から細郷市長に）に伴う市政の変

化、政府間関係という視点に立った諸アクタ－の影響力相互作用の分析等、いずれも検討

課題として残った。 

 また、こうした事例をめぐる意思決定過程研究から波及する課題についていくつか指摘

しておきたい。 

 第１は、議会の対応である。少なくとも本会議レベルでは、港南スポ－ツセンタ－設立

をめぐる議員の活発な発言を見ることはできなかった。地方議会が、本来、長や執行部に

対して監視・統制機能を持つこと、地方議員は市民の声を吸収するうえで身近な存在にな

り得ること、などを考えれば、建設をめぐる議会活動が軽視されてはならない。 

 第２は、組合の対応である。体育課から組合に対して港南スポ－ツセンタ－の施設内容、

規模、職員体制等について「提案」がなされたのは 80 年 3 月の段階であり、組合の対応は

後手に回らざるを得なかった。もっと早い時期に体育課との交渉を持てなかったのか。 

 第３は、建設をめぐる市民参加についてである。港南スポ－ツセンタ－の設立に当たっ

て当該地区市民による主体的な参加は見られなかった。市民は「公共スポ－ツ施設の整備

拡充をはかるうえで、ただ自治体の施設建設計画を受身的・傍観者的に眺めてその『恩恵』
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にあずかる式の考え方を払拭しなければならない」５１という考えに立って、スポ－ツ施設

建設への市民の取り組みの在り方を追求する必要がある。 

 第４は、スポ－ツセンタ－の設立を主導した体育課の基本姿勢についてである。審議会

答申（75 年）や「報告書」（77 年）では、スポ－ツセンタ－の管理・運営を市民参加で行

なうことが提言され、後者では建設の前段階における市民のスポ－ツ意識調査や市民から

なる「建設協力者会議」の設置にも言及された。審議会や「報告書」の内容は、港南スポ

－ツセンタ－設立に向けて体育課の意向が集約されたものであったが、こうした実際との

「ずれ」も指摘されなければならない。「市長への手紙」や「総合計画」・「新５か年指

標」をめぐる市民参加のみでは、様々な個別・具体的な市民のレクリエ－ションスポ－ツ

要求が体系的には浮かび上がってこない。 

さらに、港南スポ－ツセンタ－設立の意思決定過程において、「体育課は行政内部での

み施策の実現をはかりつつ、それを固めながら、最後にセットされた形で出してきた」５２

側面も否定できない。また、体育課は港南スポ－ツセンタ－と、後に建設される他のスポ

－ツセンタ－との整合性に拘束された結果、「町内会会議」（80 年）において運営委員会

の設置を要望した市民の声に対して硬直的な姿勢を示さざるを得なかった。こうした大都

市制度特有の弊害的側面に対して、スポ－ツ行政における行政区レベルへの権限委譲とい

う問題解決案が検討されるべきである。 

 

 

第３節 リゾート・ゴルフ場開発事業における行政アクターの政策対応と課題 

 

１. 1980 年代後半におけるリゾート・ゴルフ場開発の時代背景 

 

 リゾート開発は、高度経済成長期における工場誘致を中心とする地域開発に匹敵する、

あるいはそれ以上の規模にわたる総合開発である。1987 年６月に公布・施行された総合保

養地域整備法（リゾート法）は、国土庁、農林水産省、通産省、運輸省、建設省、自治省

の６省庁を主務官庁とし、内需拡大・地域振興・余暇開発・福祉充実といった国家的課題

への対応を「民間事業者の施設整備と公共部門の基盤整備」５３により図ろうとする法律で

あった。その対象は重点整備地区としては国土面積の約 2％、特定地域としては国土面積

の約 17％にも及んだ。 

 当初、リゾート産業に携わるあらゆる民間事業者、46 道府県、市町村が無批判にリゾー

トブームの波に乗ったことは否定できない。しかし、その後の経済状況の変化や地域の生

活・環境破壊に対する批判の他、リゾート問題は土地問題であると言われるようになった。

東京圏への人口・情報・機能の集中といった日本の労働・産業・生活構造に源を発する難

題が、リゾート開発によって一気に解決され得るのかという声も挙がった。 

以下、リゾート開発が実施に至るまでの政策決定過程、すなわち、リゾート法制定から

基本構想承認に至るまでの道府県および市町村の担当課、民間事業者、第３セクター、国

の関係６省庁担当課や環境省、文部省、林野庁といった中央・地方レベルの諸機関におけ

る調整や交渉といった相互作用に焦点を当て、事例として当時の埼玉県の「秩父リゾート

地域整備構想」（1989 年 3 月に国により承認。以下「整備構想」と略）と「栃木県日光・
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那須リゾートライン構想」を取り上げる。前者については、基礎調査の承認に至るまでの

政策過程研究の枠組となる中央省庁と埼玉県の相互作用を中心に、その概要を示し、後者

については、市町村の政策対応の実際を明らかにする。さらに、栃木県におけるゴルフ場

開発をめぐる行政アクターの態度変容についても考察する。 

 

２. 埼玉県秩父リゾート地域整備構想における「基礎調査」と「熟度」の判定 

 

 リゾート法制定から 4 カ月後の 1987 年 10 月 15 日に関係６省庁が合同で、「総合保養地

域整備法第一条に規定する整備に関する基本方針」を告示し、その中で各道府県において

民間事業者によるフィージビリティ・スタディ（立地可能性調査）が義務づけられた。同

月 27 日に６省庁は「総合保養地域整備法に基づく基本構想の作成等について」を公表し、

同時に道府県の担当者に対して６省庁合同説明会を実施した。この中で基本構想（＝埼玉

県の「整備構想」）の承認申請以前に、道府県は立地可能性調査を踏まえたリゾート地域

基礎調査を「総合保養地域整備推進連絡会議」（1987 年３月に設置。関係６省庁の担当局

長クラスで構成）に提出し、連絡会議による検討やヒアリングを受けるとされた。 

 上記通達に応えて、埼玉県企画財政部地域政策課は 1987 年 12 月から翌年 3 月にかけて

国土庁６回、建設省４回、自治省・運輸省・通算省・農林水産省各１回、環境庁２回にわ

たって事前説明を行い、この年の 3 月に「秩父リゾート地域基礎調査」５４（以下「基礎調

査」と略）を提出した。「基礎調査」の項目は、①全体概要、②特定地域の概要、③総合

保養地域の整備の方針、④重点整備地区の区域および当該区域ごとの整備の方針、⑤公共

施設の整備方針、⑥リゾートの一環としての産業振興、⑦土地の確保に関連した農用地の

整備、⑧開発における配慮、⑨重点整備地区における特定施設、⑩重点整備地区毎の投資

規模等、といった 10 項目からなり、個々の内容・書式についても６省庁による枠組がはめ

られた。 

 「基礎調査」では、県内１市６町４村（秩父地域）がリゾート開発の特定地域（面積

99,000ha）とされ、この地域の自然・観光の状況や文化的特性に始まり、４つの重点整備

地区（長尾根、長瀞、西秩父、三峰の４地区）における整備予定の特定施設の事業費等に

至るまで、実施段階を見込んだ詳細な調査・報告がなされた。「基礎調査」に含まれる立

地可能性調査では、重点整備地区別の施設種類別投資規模や事業採算性が検討された。こ

れをもとに 89 年 3 月承認の「整備構想」が作成され、６省庁による「総合保養地域の整備

に関する基本構想記載要領」（1988 年 3 月）において指示された項目・内容に沿ったもの

となっている。 

 このように、「基礎調査」の内容が「秩父リゾート」の開発の基底に位置していたこと

が分かる。そこで、「基礎調査」を補充する立地可能性調査におけるスポーツ施設の取り

扱いと、基本構想の「熟度」がどのような基準で「連絡会議」により判定されたのかを見

る。 

「秩父開発機構」（1987 年 12 月設立。資本金出資率は公共 24％、民間 76％）が作成し

た「秩父リゾート地域地域構想・フィージビリティ調査―秩父リゾート特定施設の採算性

検討資料」（以下「立地可能性調査」と略）によれば、重点整備地区に予定された民間事

業者の用地費・建設費の投資規模は 937 億 6、300 万円で、そのうちスポーツ施設（レクリ
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エーション施設を含む。以下同じ）が 442 億 6、200 万円と全体の 47.2％を占めている。

スポーツセンターやスケート場、人工スキー場、ゴルフ場といった大規模スポーツ施設設

置への投資によるもので、リゾート開発に占めるスポーツ施設の比重の大きさが分かる。 

 特定施設別の投資効率について長尾根地区を例にとると、スポーツ施設の用地取得面積

（ゴルフ場は除く）は 94.5ha で特定施設全体の 74.7％を占めている。さらに長尾根地区

に設置予定のスポーツセンター（用地費を含む建設費が 50 億円）について、①利用客数の

想定、②資金調達計画、③借入金返済計画および利息支払計画、④減価償却費計画、⑤収

支計画を提示しており、③～⑤では当時から 10 年後まで想定した１年毎の具体的金額を

各々項目別に算出している。例えば、収支計画について見ると営業利益は開設３年目に、

経常利益は開設７年目に黒字になるといった具合である。さらに、施設整備スケジュール

も明らかにされた。このように「立地可能性調査」では特定施設について、細部に及ぶ採

算性が検討された。 

 道府県は、リゾート開発に足る「熟度」があると認められた後に基本構想の作成に入る

が、基本構想の内容と「基礎調査」・「立地可能性調査」の内容を比べれば、関係行政機

関との調整等は残っているものの、「連絡会議」との関係おいて実質的にはこの段階で基

本構想の承認を確保したと言える。 

 秩父リゾート開発をめぐる基本構想承認の前段階における国と道府県との関係軸を基

本方針による「基礎調査」・「立地可能性調査」の枠づけと捉えると、国による枠づけは

特定施設をめぐる国税や地方税の特例措置、融資制度上の優遇措置とセットになって、第

３セクターを構成する民間事業者にとって格好の「リゾート参入市場」を提供したことに

なる。「基礎調査」・「立地可能性調査」の内容を見ても、道府県は横並び意識のもとで

リゾート法制定後一斉に整備構想を検討し、過疎に苦しむ市町村は同県内における他の市

町村との競合関係を強めつつ、その意味ではまさに、「官民一体」となって基本構想の承

認に向けて先を争った状況が窺える。 

 基礎調査や基本構想の内部にまで浸透した国による枠づけは、国が意図するリゾート開

発の整合性よりも画一性を付与し、結果として民間事業者による乱開発をもたらしたので

はないか。「地域の自らの創意と工夫による地域の特性を最大限に発揮した特色と独自性

に満ちた」５５リゾート開発を言葉の粉飾で終わらせないためには、「基礎調査」や「立地

可能性調査」を作成する段階以前から当該地域市民のみならず都市市民を巻き込んだ形の

長期にわたる議論が不可欠であり、そうした過程を経た上での当該地域市民による「熟度」

判定が可能となると考えられる。 

  

３.1990 年代における「栃木県日光・那須リゾートライン構想」事業の停滞５６ 

 

全国 42 のリゾート基本構想の一つである日光・那須リゾート構想は、1988 年に国のリ

ゾート法に基づき策定され、日光、今市、栗山、藤原、塩原、黒磯、那須の７市町村にス

キー場、ゴルフ場やホテルなどの施設を造る 36 の事業が計画された。重点整備地区名は、

那須プレリー、那須 Hot Spa（ホット・シュパ）、アグリ・タウン黒磯、メイプル塩原高

原、メイプル鶏頂釈迦高原、男鹿高原、上ツ原高原、今市杉並木、日光霧降高原の９地区

であった。リゾート開発に当たっては、国税関係では特定余暇利用施設の特別償却（法人
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税及び所得税）、地方税関係では一定の特定民間施設に対する特別土地保有税の特例（特

別土地保有税）などの優遇措置が事業者に対して認められた。しかし、91 年のバブル崩壊

以後、開発は進まず、36 事業のうち未着手が 14 事業、整備中が３事業、一部供用または

完了が 19 事業となっている５７。 

栃木県では 1998 年 10 月、日光市でスケート場を経営する日光市出資の「日光リゾート

開発」が解散し、塩原町出資の「塩原高原リゾート開発」がゴルフ場の開発断念を表明し

た。さらに藤原町出資の「鶏頂山観光開発」が業績不振で事実上倒産するなど、第３セク

ターの破たんが続いた。 

以下、各地区の事業状況（1999 年 5 月現在）をまとめておきたい。 

栃木県北西部の過疎対策としてのリゾート構想の意味合いも強かったものの、例えば、

栗山村においてはこうした県の意図は達成されなかった。99 年 1 月の株主総会において第

３セクターの栗山観光開発の解散が決定した。最大の出資者は東武鉄道（35.1％）で、栗

山村の出資率は 13.5％であった。結局、事業着手は一切なかったことになる。村では新た

な山村振興計画の一環として国土庁（当時）から 1 億 5,000 万円の補助を受け、上栗山に

おけるオートキャンプ場の建設を進めた。地元では「若杉フォーラム」や「上栗山地区建

設委員会」といった村の活性化を検討する有志の集まりが生まれた。 

黒磯市の場合、重点整備地区の１事業であるゴルフ場が 1993 年 8 月にオープンした。

ゴルフ場の運営状況については、県経由で国土庁への調査報告が義務付けられている。ゴ

ルフ場以外の２事業はほとんど手付かずの状況となり事業主体も解散したものの、ホテル

開発など首都機能移転問題とも絡んで取り下げは行っていない。しかし、別の振興計画と

して、地元住民を巻き込んだ形での「戸田農業公園構想」が 1996 年 8 月に策定された。「戸

田農業公園委員会」の他にも「青木地区活性化委員会」や「百村地区活性化委員会」が設

置され、市農林課が３地区の連絡調整役となった。また人口減地域は国土庁から山村振興

地域に指定された。また、開発の頓挫を機に住民主導型の「戸田商会」や「ときめく女性

の会」などの市民組織が生まれた。黒磯市役所には「リゾート地域整備推進庁内連絡会議

要綱」にもとづく調整会議があり、企画、環境、清掃、農村、農村整備、商工観光、都市

計画、道路、下水道、水道に関わる関係課が協議する場となっている。 

那須町プレリー地区における事業主体である第３セクター「那須リゾート開発」の場合、

丸紅が出資金の 80％を出し、町は 10％を負担したものの、開発について町が発言したこと

はほとんどなかった。スキー場は 94 年 12 月にオープンしたものの経営は厳しくなってい

る。本来プレリー地区は４ゾーンに分かれ、このうちの一つに宿泊・スポーツゾーンがあ

った。これを丸紅からの立案で変更し、動物ゾーンとし「那須動物王国」を 98 年 4 月にオ

ープンした。この手続の変更にあたって、町は農水省の許可を得るのに多大なエネルギー

を費やした。ホット・シュパ地区については、個々の民間事業者の手に委ねられていた。

ゴルフ場のオープンはちょうどバブルのはじける前であった。市民組織として、町営の牧

場地域において２代目３代目の入植者を中心に結成された「大谷 2001 年会」があり、町の

提言にも関わっている。課題は町内地域格差であり、高原地域や那須地域の伸びとは対照

的に芦野地域と伊王野地域の落ち込みが激しい。開発をめぐる地区バランスの問題もあり、

ここに歴史資料センターを設置する計画となっている。また、県地域振興課に提出する「リ

ゾート地域振興に関するヒアリング調査票」には構想推進の成果、市町村における今後の
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リゾート整備の方向性、県に対する要望、重点整備地区における各プロジェクトの整備状

況と整備の方向などを書き込む様式となっており、調査票そのものが県と町との重要なコ

ミュニケーションルートとなっていることが分かる。 

塩原町の場合、スキー場とゴルフ場とで明暗が分かれた形となった。スキー場は 20 万

人、40 万人、60 万人と客足が年々伸びており、スキー場の近くで作る高冷地野菜が好調に

消費されるという相乗効果を生み出している。しかし、県内における建設としては最後と

いわれたゴルフ場については、98 年 7 月に開発事業費約 22 億円を投入した造成事業の約

半分が進んだ段階で中止となり、復元工事に入っている。山林の完全な復元には 100 年間

の年月がかかるという。リゾート構想における対象地域のほとんどが国有林であったため、

林野庁のプランをそのまま取り入れた。それ以外のテニス場、キャンプ場、ペンションな

どスキー場以外の開発事業も凍結した。塩原町の人口は年々400 人程度の減少傾向にあり、

また、スキー場に向かう車の渋滞や特に温泉街の宿泊客の減少に悩んでいる。山間部以外

の「平場」で温泉が掘り当てられるようになり、温泉客の獲得も年々難しくなっている。

こうした危機感から商工青年部、観光協会青年部での協議はなされているものの、こうし

た閉塞状況を打開する方策がなかなか見つからないという状況にある。 

藤原町は既に 1982 年から町独自のリゾート構想を持っており、スキー場建設をめぐる

地元の強い要望もあった。1987 年のリゾート法施行以後、11 社の企業がリゾート開発に関

心を寄せるようになった。しかし、自然条件の厳しさから道路アクセス等がネックとなり

開発には至らなかった。既存２つのスキー場の拡張は進まず、99 年 4 月にはそのうちの一

つが県内スキー場間の競合の影響をもろに受けた形で経営破たんした。ゴルフ場とコッテ

ージの開設はなされたものの、それ以外の事業は実質的に凍結している。町の財政も鬼怒

川・川治温泉があることで、特別地方消費税やたばこ税などの収入にとってはプラスであ

るものの、ここ数年は客足が減少し、観光客１人当たりの消費単価も下がっている。町と

しては新たな温泉を掘削し、農水省の補助を得てそばの売り出しを中心とするコッテージ

も設置した。また、町の活性化を考える会も地区レベルで組織化されているものの、なか

なかすぐに町の活性化には結びついていないのが現状である。 

日光市では、市や東武鉄道、東武百貨店、古河電機工業、足利銀行など県内地元企業が

出資した第３セクターが 98 年 10 月に負債 50 億円を抱えて解散し、同年 10 月から市営の

屋外スケートリンクとなった。その理由説明として、「基本的に公共的な性格の強いスケ

ート場施設運営を民間が行うのは非常に難しく、仮に引き受けても経営上の問題から最終

的にスケート場施設を手放さざるを得なくなることが十分予想される。このようなことか

ら、公共性の高いスケート場施設の存続のためには、公共が資産を購入する必要がある。

そして、スケート全国大会開催が可能な県内唯一のスケート場施設であるアーデル霧降ス

ポーツバレイが担う、社会教育・観光・地域振興などの公共的な役割や、大会開催による

冬期間の日光市への経済波及効果の面、さらに『スケートの日光』の再興を期待する市民

の要請に応えるため、日光市が公の施設として資産を取得する。」と述べられた５８。 

また、1994 年にゴルフ場が開設されたものの、標高や傾斜といった立地条件の悪さから、

客足が伸びず、経営は厳しい状況だと言われている。当時の日米貿易摩擦の余波によりア

メリカの会社が設計したホテルの建設費は 200 億円に達した。日光市営の霧降高原スキー

場の閉鎖も固まっている。日光市としてはレストラン、コンドミニアム、貸別荘など、事
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業が凍結されているところには今後も手を付けない方針である。市の過疎化は進行してい

るが、「東町並み協議会」「ねこの会」「日光ユネスコ協会」「プロジェクト K」といっ

た市の活性化を目指す住民レベルの組織が立ち上がっており、活動の成果が現れつつある

という。 

今市市の場合、重点整備地区９地区で唯一、第３セクターが存在せず、事業計画の変更

もなかった。公共施設主導型で順調に進んだユニークな事例である。当時は他地区のゴル

フ場やスキー場といった大規模施設型のリゾート開発に遅れをとってしまった、あるいは

積極性に欠けたという見方がなされた。当初、この地区は重点整備地区には入っていなか

った。人口減少に悩んでいるわけではなく、気候的にスキー場としては成り立たないこと

に加えて、既に９つのゴルフ場が存在していた。アミューズメントパークの客足も維持し

ている。また、現段階での国土庁の小規模滞在型のリゾート構想を先取りする形で、学識

経験者の助言を得て農山村リゾート構想を作成し、市が事務局を務める「今市農山村リゾ

ート研究会」が立ち上げられ、自治会組織も参加する形で地元の勉強会が続けられている。 

「今市市リゾート基本計画＜今市杉並木重点整備地区＞」には、「主体は地域住民であ

り、それを支援する立場として、行政、公的団体、民間があると考える」５９という記述が

ある。また、「農山村リゾート事業化調査報告書」には「「リゾート開発の問題点」を、

「民間事業として事業の採算性が事業成否の鍵を握ることとなり、採算性による制約から、

各リゾート地域の事業内容は、似通ったものとなり、地域個性が薄い事業内容となってい

る。（省略）開発構想の検討段階では、地域住民の意向を反映した計画策定のプロセスを

とっていない。」６０と指摘される。 

栃木県、日光市、今市市、栗山村、藤原町、塩原町、黒磯市、那須町、林野庁により構

成される「栃木県リゾート地域開発整備推進協議会」（98 年 10 月現在）は、現段階の「日

光・那須リゾートライン構想」として、サイクリング大会やスタンプラリーという小規模

な事業を打ち出している。 

  

４. 栃木県リゾート事業をめぐる諸アクター間関係の特質 

 

栃木県におけるリゾート基本構想の実際を追っていくと、第１に指摘できるのは、ほと

んどの地区においていくつかの事業の凍結あるいは実質的な中止が、主として第３セクタ

ーの経営破たんという形で見られることである。そのことはバブル経済の崩壊という環境

要因の変化の他に、私的セクターと公的セクターの協働を掲げた第３セクターをめぐる責

任の所在や、公的セクターによるチェック機能をめぐる脆弱性が吹き出した結果だともい

える。 

 第２に、公的セクター、特に県によるリゾート開発への誘致・決定段階における主導的

な関わり方と執行段階での関与の希薄さという温度差が見られることである。当時、県は

「リゾート全国一番乗り」を目指して活発な誘致活動を展開したと言われている。ところ

が、その県が第３セクターの経営破たんについては、「開発はあくまで民間活力で行うも

ので、県がどうこう言うべき立場ではない」６１と突き放している。リゾート開発の実施段

階以前では、少なくとも県は国土庁や関連省庁と市町村とをつなぐ重要な連結アクター、

さらには国の意図を具現化し市町村を誘導する中心アクターであった。執行段階になって
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県は大きく姿勢を転換したのである。そのことが事業体の責任の所在をより一層不明確な

ものとする要因となったのみならず、本来公的セクターが追求すべき社会的価値の放棄に

つながったのではないだろうか。 

 第３に、そのことは重点整備地区における当該市町村についても言える。出資率にかか

わらず、第３セクター設立の際における自治体からの出資はリゾート開発には不可欠なも

のであった。第３セクターの社長としての首長の存在は破たん時の金銭的負担のあるなし

で判断すべきものではない。塩原町のようなゴルフ場の造成中止は町が有していた歴史的

財産ともいえる山林の一方的崩壊を意味するがゆえに、この点のみを取り上げても町民に

対する説明責任が問われるのは必然である。藤原町長は、先のスキー場の閉鎖について「第

３セクターという言葉もない時代に、冬の誘客対策として出資した。実質的に経営にはタ

ッチしておらず、ほとんど影響ない」６２と話している。地元に根付いてきたスキー場だか

らこそ、これを町のＰＲとして積極的に活用していこうという姿勢こそが求められるので

はないか。 

確かに当時における開発ブームの流れの中で、雇用の確保、過疎からの脱却など地元活

性化の切り札として捉えられたリゾート開発に背を向けることは、ある意味至難の業であ

ったであろう。しかし、それだからこそ、こうした政策の失敗を今後に生かす努力が必要

である。 

 第４に、大規模リゾート開発における民間事業者による市場のパイの奪い合いや、想定

された波及効果をめぐる地元地区間の摩擦、さらにはその結末に、地元住民レベルから懐

疑の念が湧き上がり、地元活性化の意思決定は自分たちで決めていかなければならないと

いう活動の萌芽が見られることを指摘したい。今後、こうした住民組織がどのように展開

していくか未知数であるものの、リゾート開発が生み出した一つの所産であることは間違

いない。 

第５に、大規模リゾート開発の失敗は、私的セクター、公的セクター、ボランタリーセ

クターの間で、関係諸アクターが新しい関係構築を図るための環境要因を与えたと見なす

こともできる。市町村間での競合ではなく濃密で対等な相互コミュニケーションルートの

形成や、県による市町村からの吸上げ型の情報収集ルートの転換、民間開発事業者の経営

の透明性と住民との意見交換や参加、さらにはそれに対する行政の後押しなど、新たな政

策ネットワークを構築する機会が提供されたのである。               

 

５. ゴルフ場開発をめぐる山梨県、栃木県の行政対応の変容 

 

 ゴルフ場の開発をめぐっては、森林の伐採や農薬の散布、水質や土壌の変質など当該地

域に及ぼす影響に周辺の地域住民も敏感にならざるを得ず、全国的に反対のネットワーク

活動を展開する自然保護団体の運動も開発事業主体や行政にとっては無視できない。世界

的な環境保護運動の高まりに呼応するような国民的認識も醸成されつつある。そこで、ゴ

ルフ場開発をめぐる広域的自治体の行政対応に焦点を当て、これが開発行政と環境行政の

均衡を図るべく、条例や要綱、方針などにおいてどのようなスタンスをとっているのか、

その動態を明らかにしたい。特にゴルフ場の場合には造成時のみならす、例えば、除草作

業など開設後のコースの管理運営や維持のために環境に対する大きな負荷を及ぼすことが
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考えられる。さらには、事業経営の行き詰まり、造成工事の中断や延期、中止がなされた

場合の転用の困難性、転用としての産業廃棄場設置検討などの問題もある。 

 ゴルフ場開発をめぐる広域的自治体の条例、要綱、要領、規則、通知に焦点を当てる６３、

リゾート構想におけるゴルフ場開発の位置づけを行った上で、リゾート構想外におけるゴ

ルフ場開発の現況についても概括的に整理する。次に要綱等の骨格内容を時系列的な概観

も含めて体系的に把握する。そして、環境行政をめぐる知事・担当行政部局と開発企業・

シンクタンク間の「摺り合わせ」の特徴を提示したい。 

  

（１）山梨県、栃木県におけるゴルフ場の造成状況と全国的リゾート政策の転換 

 山梨県の「ハーベストリゾート構想」において、９カ所のゴルフ場造成の計画がなされ

た６４。しかし、開発において大規模開発型のレジャー施設の設置には重きが置かれておら

ず、ゴルフ場造成・運営の成否がリゾート計画の将来を左右するとは言えなかった６５。一

方、栃木県の場合、「日光・那須リゾートライン構想」における８つの重点整備地区での

ゴルフ場は４箇所である。このうち供用中が３箇所、計画中が１箇所である。ゴルフ場数

は 123 カ所と非常に多い。供用開始年は 1930 年代が１箇所、50 年代が３カ所、60 年代 11

カ所、70 年代 52 カ所、80 年代 21 カ所、90 年代 34 カ所である。88 年 6 月の時点で 40 箇

所の造成が申請され、そのうち未だに造成中のものが 25 箇所あるという状況である６６。 

 全国的なゴルフ場開発の規制について見ると、47 都道府県の内訳数は凍結が 17、総量規

制が 15、規制無しが 15 となっている。広域的自治体が規制に踏み出すかどうかは裁量範

囲であり、したがって規制内容についても、例えば新潟県は１市町村４箇所以内かつ３％

以内とし、奈良県は県土面積の概ね１％、市町村面積の概ね４％以内としている。また、

徳島県は県土面積の 0.9％としている６７。国土庁の「総合保養地域整備研究会」(1992 年

設置)は、95 年２月に「今後のリゾート整備のあり方について」の中で「長期的視点に立

った整備」「政策理念の再確立」「リゾート整備の体制の強化」を掲げたが、その内容は

地場産業の活用や家族リゾート、公共の施設・サービスの整備を重視するものであり、国

のリゾート政策の小規模化への軌道修正であった６８。 

 こうした国の方針からは、総合保養地域整備法（以下、リゾート法と称す）の特質であ

る、事業主体としての民間企業や第３セクターへの期待値はほとんどなくなっている。自

治体側から見れば、中央政府による民間活力の促進という後押し、すなわち当該地域への

産業誘致という政策的「箍(たが)」が緩むどころか外されたのである。しかし、ゴルフ場

開発は小規模化への軌道修正が最も達成しにくい性質の事業となっている。 

 

（２）山梨県、栃木県におけるゴルフ場開発をめぐる規制行政の特徴 

 1993 年に山梨県では、林務部長外３部局長の依命通達として「ゴルフ場造成事業に関す

る取扱方針」が出された。この方針の主眼とするところは、「造成区域面積が 10 ﾍｸﾀｰﾙ以

上のゴルフ場造成事業については、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例（略）

第４条に基づく事前協議を当分の間、受理しないものとする」とあるように、事実上の新

規ゴルフ場造成の凍結であった６９。また、ゴルフ場開発に対する中心的な規制となる個別

法として森林法が挙げられる７０。 

 栃木県におけるゴルフ場規制の最初の施策は「栃木県ゴルフ場等の開発事業に関する指
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導要領について」（1973 年５月付公告）である。この中で事前協議や、事業実施以前の事

業者と当該市町村長との間の協定締結などが規定された。同年 7 月、県は「栃木県ゴルフ

場等の開発事業に関する緊急指導方針」という公告を出し、「今後のゴルフ場開発計画に

ついては、基本的には抑制するという方針」を打ち出し、２年程度の開発凍結を決めた。

都市計画法による市街化調整区域内や同法により線引きされる地域外のゴルフ場開発計画

を抑制しようとしたのである。さらに、「この緊急指導方針による凍結期間は必要に応じ

て延長することがある」として、抑制機関の弾力的な運用を決めた７１。 

 しかし、その後、85 年７月に公告「栃木県新設・増設ゴルフ場開発事業の取扱い方針」

によって上記「緊急指導方針」は廃止され、ゴルフ場の総面積を県土面積のおおむね２％

を限度とすることを基本方針とした 73 年以降の開発抑制策が果たした役割を評価し、今度

は規制行政を緩和する新たな施策が表明された７２。県はこの考えをさらに進め、「開設し

ている各地のゴルフ場と当該地域社会とのかかわりをみてみると、ゴルフ場は、単に県民

のレクリエーションやスポーツ施設としてだけでなく、地域住民の雇用機会の創出、県外

からの誘客、地域経済や市町村財政への寄与など、地域社会の活性化に少なからず貢献し

ている」がゆえに、85 年 8 月 1 日から県はゴルフ場開発をめぐる「土地利用に関する事前

指導要領」に基づく事前協議に応ずるものとした。ただし、事前協議は原則として１市町

村内につき１箇所と限定された７３。 

 ところが、88 年５月にはゴルフ場開発をめぐる社会環境に「的確に対処」するとして、

県土面積の２％限度は維持したものの、「１市町村内１箇所」の規制枠がはずされた７４。

その結果、事前協議の申請が４０箇所にも膨らんだため、翌月に「ゴルフ場開発総面積が

県土のおおむね２パーセントに達する状況となった」ことを理由として事前協議には応じ

ないこととしたのである７５。要するに「栃木県公報」見られるゴルフ場規制政策は、72

年代初めの列島改造論における大規模建設事業の地方への誘導政策や、80 年代末以降のバ

ブル景気に乗った民活路線にもとづく、大規模リゾート開発という国の誘因政策と直線的

に連動し、符号を一にしたのである。 

 その後 1993 年 5 月実施の「栃木県ゴルフ場の開発事業に関する指導要領」では、例えば、

開発事業の事前協議や関係権利者の同意が掲げられ、後者については「開発区域に係る地

権者総数および総面積の 90％以上の同意を得ており、かつ、未同意のものが開発事業の施

行に重大な支障を及ぼすものではないこと」とされた。また、環境影響評価の実施や事業

者と市町村長・地元関係者との協定締結、事業者による地域への協力（「当該地域の振興

発展に寄与するための方策」の明示や、「ゴルフ場および附帯施設の開放等地域住民の余

暇利用に配慮する」こと）などが定められた。さらにこの要領には様式として事業者が作

成する当該地域住民の「ゴルフ場開発同意状況表」などが示されており、官公有地を除い

た区域面積、同意面積、区域面積単位当たりの同意率、総人数、同意人数、総人数単位当

たりの同意率を市町村毎に調査することが事業者に義務づけられた７６。 

 

（３）ゴルフ場開発をめぐる環境影響評価における行政・事業者間の擦り合わせ 

山梨県における 90 年 9 月制定の「環境影響評価等指導要綱」では、対象事業の第２種

事業のレクリエーション施設として別表第２に、「施行する土地区域の面積が 50 ﾍｸﾀｰﾙ以

上という」要件と共に「運動場、ゴルフ場、スキー場、遊園地、動物園その他のレクリエ
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ーション施設の用に供するためになされる一団の土地の造成」と明記されている７７。 

 全国の都道府県および政令指定都市の中で、アセス条例を制定しているのは北海道、埼

玉県、東京都、神奈川県、岐阜県、川崎市で、これ以外はアセス要綱等となっている（96

年 5 月末現在）。91 年 4 月から実施された「栃木県環境影響評価実施要綱」は、75 年 3

月に制定された県の「開発事業に対する環境影響評価の実施に関する方針」の内容を充実

させたものと言われ、アセス案作成後という事後処理的な性格を有するとはいえ、公告・

縦覧や住民説明会、住民意見の提出の機会が盛り込まれた７８。 

 栃木県のアセス要綱は、関係市町村や関係住民のアセス関連情報へのアクセスや意見表

明を認めている点で、15 人以内の学識経験者からなる「環境影響評価等技術審査会」によ

る意見表明のみが認められている山梨県のアセス要綱（第 28 条）とは異なる。栃木県の場

合、事業者の逸脱行為に対する知事の制裁権はなく、勧告や公表に止まっている。しかし、

それ以前の段階で事業者と県（担当課）との摺り合わせが細部にわたるまでなされている

がゆえに、実質的に事後フォローの必要性が軽減していると理解するのが適当であろう。 

1975 年以降の県下のレジャー施設設置をめぐるアセス書提出数は 66（このうちゴルフ

場は 30 数カ所）にものぼり、住宅団地、工業団地、電源開発、その他の合計 44 を大幅に

上回っている７９。栃木県のアセス書では、環境に対する影響が「軽微である」とされた項

目については予測・対象評価項目から除外し、それ以外の項目の絞り込みを行っている。

そして、ゴルフ場開発の環境要因は、「工事中では樹林の伐採等、切土工・盛土工、掘削、

杭打ち、機器・資材の搬入、コンクリート工事、削孔爆破、廃材・廃土」の８項目、「供

用時ではばい煙の発生、自動車の走行、汚水等の排出、地下水採取、廃棄物の発生、建築

物等の存在、農薬・肥料の使用」の７項目であり、影響を受けると考えられる環境項目は、

「水質汚濁、騒音、振動、地形、地質、植物、動物、景観」の７項目としている。こうし

て、各環境要因が各環境項目に及ぼす影響を予測・評価の対象として設定するのである８０。 

 このように予測・評価対象を確定した上で、環境項目毎に「著しい影響を及ぼさないこ

と」「著しく悪化させないこと」といった「評価基準」を示し、環境要因と環境項目をク

ロスさせた水準を数値化し、これと予測結果をつき合わせる。予測結果（数値）が評価基

準（数値）を満足させない場合にはこの評価基準（数値）を達成できるような具体的措置

を記述する。要するに「評価の結論」では全て評価基準の達成はなされるとされ、こうし

てゴルフ場開発事業の実施による周辺環境への影響は少ないということになる。このアセ

ス書に対する関係住民からの意見書の提出はなく、94 年 12 月に開催された２度の住民説

明会でも質問や要望は「アクセス道路」「工事期間中の利用者への配慮」「動物」「調整

池の集水面積・要領」といった４件程度で、その内容も反対意見というものではなかった８１。

また、知事意見やそれに対する事業者の見解は、補足説明といったアセスの「仕上げ的」

側面が強い。 

 

６.ゴルフ場事業をめぐる開発・規制行政の課題 

 

 第 1 に、山梨県と栃木県のゴルフ場開発をめぐる行政対応の蓄積はリゾート開発以上に

なされている。ゴルフ場の形態はリゾート施設ほどの多様性がないと考えられるがゆえに、

開発および規制の政策の幅は狭いものにならざるを得ない。 
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 第２に、ゴルフ場の開発に対して県が各々の時系列的節目で下した政策的判断をどのよ

うに評価すればよいのか。開発をめぐる抑制と環境への配慮、開発の促進と環境抑制政策

の緩和など、ある時期には混乱・交錯したように見えた県の規制・助成・緩和政策は、果

たして政策の一貫性の欠如なのか、あるいはその時々の経済景気の動向やゴルフ場市場の

変化に敏感に反応した柔軟性のある行政対応なのか。ゴルフ場にかかわる条例や要綱をこ

うした試行錯誤の成果として把握すべきか、あるいは今後ともゴルフ場を取り巻く環境変

動に呼応した修正が不可欠と見るべきなのか。ゴルフ場開発がもたらすメリット・デメリ

ットを行政側のみによって、一覧形式に抽出し、さらに比較考量し、行政対応の在り方を

決定することは極めて困難なのである。 

 第３に、ゴルフ場開発には複数の個別法の適用がなされると同時に、各法律の下で国の

通達や運用細則など、地方自治体の行政対応についてのマニュアル化がなされている８２。

県はこれらを受容する一方で、アセス要綱などにおいては独自のスタンスを築きつつある。

その意味では国の地方出先機関に類するような仕事ではなく、県は当該地域固有の問題と

して把握し、対応策を検討せざるを得ない時期にさしかかっている。   

第４に、県は 70 年代後半以降、開発がもたらす当該地域への多大な負の影響という環

境破壊への反省を込めて、国の政策に無批判に従うことの失敗を学んだ反面、開発の問題

を当該市町村の意向を尊重するというスタイルをとりながら実質的には自らの責任の所在

を曖昧にしていった。 

 第５に、県と事業者とのゴルフ場開発や規制の手続における多段階に及ぶ摺り合わせが

ある。アセス書の作成過程では事業者（もしくはそのコンサルタント会社）と県担当課と

が、あたかも両者は受験生と家庭教師の関係のごとく「協働」してアセス書の完成を目指

す。これを両セクター間の相互コミュニケーショの密化による信頼性の醸成、事業完成後

の事業者による逸脱行為の抑制につながると見るのか、あるいは両者の緊張関係の喪失に

起因する事業者経営への県の取り込まれと見るのか、今後は「協働」作業の中身を開発過

程全体の中で位置づけた上での分析が必要である。
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図 表 ８ ― １  横 浜 市 に お け る ス ポ ー ツ 行 政 サ ー ビ ス  

 

       所   管                                        予 算 額 （ 千 円 ）                 事  業  内  容  

教 育 委 員 会 社 会 教 育 部 体 育 課   4 , 9 2 6 , 6 2 0  

                            企 画 振 興 係  435,100  

           ス ポ ー ツ 振 興 審 議 会     1,170  年 ２ 回 開 催 。 委 員 1 5名 。  

                            大 会 及 び 競 技 会          8 4 0 1 )市 民 体 育 大 会 (2 , 7 3 3 )： 横 浜 市 体 育 協 会 へ の 委 託 事 業  

                                                                  2)五 大 都 市 体 育 大 会 840（ 予 算 額 53, 0 0 0千 円 の う ち 52, 1 6 0千 円 が 委 託 費 ） ： 横 浜 市 体 育 協 会 へ の 委 託 事 業  

                            大 会 派 遣 及 び 補 助 金 交 付   3,500   1 )神 奈 川 県 総 合 体 育 大 会 へ の 選 手 派 遣 と 補 助 金 交 付 （ 1,590） ： 横 浜 市 体 育 協 会 へ の 委 託 事 業  

                                                                  2)国 民 体 育 大 会 へ の 選 手 派 遣 と 補 助 金 交 付 2 9 0（ 1千 円 ×288名 ）：夏 季 ・ 秋 季 大 会（ 石 川 県 ）、冬 季 大 会（ 山 形 県 ）。別 に 290千 円

が 横 浜 市 へ の 委 託 事 業 と し て 支 給  

                                                                  3)郡 市 対 抗 駅 伝 へ の 選 手 派 遣 と 補 助 金 交 付 （ 310） ： 横 浜 市 体 育 協 会 へ の 委 託 事 業  

                                                                  4)各 種 大 会 の 名 義 後 援 及 び 補 助 金 の 交 付 3, 2 1 0： 全 日 本 ジ ュ ニ ア 体 操 、 少 年 野 球 教 室 、 市 民 ハ イ ク （ 春 ・ 秋 ） 等  

                            国 際 ス ポ ー ツ 交 流     2 4 , 7 0 0  1 )女 子 ジ ュ ニ ア 新 体 操 チ ー ム の 受 入 ： 上 海 市 チ ー ム と オ デ ッ サ 市 チ ー ム の 受 入 （ 11月 20日 ～ 2 9日  各 12人 ）  

                                                                  2)ド イ ツ ス ポ ー ツ 少 年 団 の 受 入 ： 8月 1日 ～ 5日  

                            国 内 ス ポ ー ツ 交 流          ( 4 , 0 7 3 )  横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 へ の 補 助 事 業  

                            ス ポ ー ツ 情 報 の 基 礎 資 料 作 成 4, 0 0 0  「 横 浜 ス ポ ー ツ 百 年 の 歩 み 」 の 編 さ ん 作 業 で 収 集 し た 資 料 ・ 写 真 等 の 分 類 ・ 整 理  

           事 業 団 育 成                   347 , 4 2 0   横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 の 事 務 局 運 営 に 対 す る 補 助 （ 一 部 の 事 業 補 助 も 含 む ）  

                            市 体 協 育 成                     3 9 , 0 0 0 横 浜 市 体 育 協 会 の 事 務 局 運 営 に 対 す る 補 助 （ 一 部 の 事 業 補 助 も 含 む ）  

                            市 レ ク 協 育 成                   1 3 , 0 0 0  横 浜 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会 の 事 務 局 運 営 に 対 す る 補 助 （ 一 部 の 事 業 補 助 も 含 む ）  

                            婦 人 団 体 育 成         2 , 0 0 0  婦 人 ス ポ ー ツ 団 体 連 絡 協 議 会 の 事 業 に 対 す る 補 助  

                            事 業 団 に 対 す る 指 導 ・ 監 督          財 団 法 人 横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 に 対 す る 指 導 ・ 監 督 （ 補 助 事 業 及 び 委 託 事 業 。 予 算 額 は 各 項 目 に 提 示 ）  

                            市 体 協 に 対 す る 指 導 ・ 監 督          財 団 法 人 横 浜 市 体 育 協 会 に 対 す る 指 導 ・ 監 督 （ 補 助 事 業 及 び 委 託 事 業 。 予 算 額 は 各 項 目 に 提 示 ）  

                            市 レ ク 協 に 対 す る 指 導 ・ 監 督         社 団 法 人 横 浜 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会 に 対 す る 指 導 ・ 監 督 （ 補 助 事 業 及 び 委 託 事 業 。 予 算 額 は 各 項 目 に 提 示 ）  

                            婦 人 団 体 に 対 す る 指 導 ・ 監 督           婦 人 ス ポ ー ツ 団 体 連 絡 協 議 会 に 対 す る 指 導 ・ 監 督 （ 事 業 補 助 2,0 0 0）  

 

                            社 会 体 育 係  159,300  

                            区 民 体 育 振 興               3 2 , 4 9 0   各 区 体 育 協 会 へ の 補 助 や 区 民 体 育 振 興 費 の 配 付 。各 区 に お け る ス ポ ー ツ 教 室 、指 導 者 研 修 会 、ス ポ ー ツ 大 会 、ス ポ ー ツ 行 事 の 実 施

に 協 力 。  

                            ス ポ ー ツ 指 導 者 養 成 事 業          (14,650)  横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 や 横 浜 市 体 育 協 会 へ 事 業 を 委 託  

                            大 会 及 び 競 技 会             4 8 , 7 1 0   1)横 浜 マ ラ ソ ン 大 会 6,970（ 市 体 協 へ の 委 託 費 と し て 29, 2 3 0千 円 を 支 給 ） ： 横 浜 市 体 育 協 会 へ 事 業 を 委 託 。  

                                                                    2)横 浜 国 際 女 子 駅 伝 の 実 施 協 力 2, 1 5 0： 1982年 度 か ら 開 始 。 体 育 指 導 員 の 派 遣 等 の 運 営 協 力  

                                                                    3)小 学 校 マ ー チ ン グ バ ン ド 発 表 会 開 催 90： 19 8 1年 度 か ら 。 横 浜 文 化 体 育 館 で 2月 16日 に 参 加 校 2 9校 で 実 施 。 小 学 校 音 楽 研 究 会 へ の

委 託 事 業  

                                                4 ) Y O K O H A M Aビ ー チ バ レ ー 大 会 10 , 0 0 0： 8月 9日 ～ 11日 に 金 沢 区 ・ 海 の 公 園 で 国 際 親 善 試 合 と 市 民 大 会 を 開 催 （ 海 外 か ら 5チ ー ム 、 国

内 か ら 男 子 2チ ー ム 、 女 子 4チ ー ム が 参 加 。 市 民 大 会 は 800チ ー ム  2,000人 が 参 加 ） 。 ビ ー チ バ レ ー 実 行 委 員 会 へ の 委 託 事 業 。  

                                                                    5)横 浜 国 際 室 内 陸 上 競 技 大 会 25,00 0 ： 3月 8日 に 世 界 及 び 日 本 の 一 流 選 手 に よ る 競 技 会 と 小 ・ 中 ・高 校 生 に よ る 競 技 会 を 開 催 （ 参 加

選 手 は 国 際 大 会 に 100人 、 小 中 高 生 の 大 会 に 504人 ） 。 室 内 陸 上 実 行 委 員 会 へ の 委 託 事 業  

                                                                    6)国 際 ジ ュ ニ ア 体 操 競 技 大 会 4, 5 0 0： 9月 28日 ～ 2 9日 に 横 浜 文 化 体 育 館 で ブ ル ガ リ ア ・ 中 国 ・ ド イ ツ ・ 日 本 な ど 1 1ケ 国 、 4 0人 の 選 手

が 参 加 。 日 本 体 育 協 会 へ の 委 託 事 業  

                            ス ポ ー ツ 行 事 （ 1） 以 外 委 託 事 業 ） 1)早 起 き 体 操 ： 市 立 小 ・ 中 学 校  47 5校 、 地 域 の こ ど も 会 （ 郵 便 局 と の 調 整 や 集 計 作 業 の た め 予 算 計 上 な し ）                         

                                                      2)体 育 の 日 記 念 行 事 ： 横 浜 市 体 育 協 会 へ 事 業 を 委 託  

                                                                    3)「 市 民 ス ポ ー ツ の 日 」 ： 横 浜 市 体 育 協 会 へ 事 業 を 委 託  

                                                                    4)さ わ や か ス ポ ー ツ 推 進 事 業 ： 横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 へ 事 業 を 委 託  

                                                                    5)こ ど も マ リ ン ス ク ー ル ： 横 浜 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会 へ 事 業 を 委 託  

                                                                    6)よ こ は ま シ テ ｲ ウ ｵ ー ク： 横 浜 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会 へ 事 業 を 委 託  
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                            体 育 指 導 委 員      6 8 , 1 0 0 横 浜 市 の 体 育 指 導 委 員 は 2,646人 で 任 期 は ２ 年 。  

                                                                    1)委 員 大 会 へ の 参 加 ： 横 浜 市 体 育 指 導 委 員 大 会 （ 1月 2 6日 ） 、 関 東 体 育 指 導 委 員 研 究 大 会 （ 6月 1 3日 ～ 16日 。 600人 参 加 )  

                          五 大 都 市 体 育 指 導 委 員 研 究 集 会 （ 9月 3日 ～ 8日  150人 参 加 ） 、 全 国 体 育 指 導 委 員 大 会 （ 1 1月 2 0日 ～ 22日 ）  

                                                                    2)研 修 会 へ の 参 画： 施 設 見 学 研 修 会（ 5月 2 5日 ～ 26日 ）、地 区 会 長 研 修 会（ 6月 8日 、 6月 18日 ）、女 性 体 育 指 導 員 研 修 会（ 5月 2 9日 、

6月 8日 実 技 講 習 会 （ 11月 3 0日 ）  

                                                                    3)学 校 開 放 事 業 へ の 参 画 ： 所 管 は 社 会 教 育 課  

                           研 究 セ ン タ ー の 設 置 調 査 10, 0 0 0 地 域 ス ポ ー ツ 指 導 者 や 教 員 の 研 修 ・養 成 機 関 ・ス ポ ー ツ 科 学 研 究 機 関 と し て「 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 研 修 セ ン タ ー 」（ 仮 称 ） の 設 置 準

備 調 査  

 

                            施 設 整 備 担 当  4,332,220  

                            区 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 設 置 4,3 2 2 , 2 2 0 既 に 港 南 、 旭 、 戸 塚 、 港 北 、 金 沢 、 緑 、 磯 子 、 瀬 谷 、 鶴 見 、 保 土 ヶ 谷 、 栄 、 中 、 泉 の 各 区 に ス ポ ー ツ セ ン タ ー 設 置 。 加 え て 南

ス ポ ー ツ セ ン タ ー が 1992年 1 1月 に 竣 工 予 定 。 1 5館 目 に も 工 事 着 手  

          ス ポ ー ツ 文 化 ホ ー ル 設 置 調 査     5 , 0 0 0  市 民 大 会 、 区 民 大 会 等 の 大 規 模 な ス ポ ー ツ 大 会 等 に 対 応 で き る 中 域 生 活 圏 施 設 と し て の 機 能 を 持 つ ス ポ ー ツ 文 化 ホ ー ル の 設 置

準 備 調 査  

                            野 外 活 動 施 設 の 設 置 調 査     5 , 0 0 0  

 

 

教 育 委 員 会 社 会 教 育 部  

          社 会 教 育 課         学 校 施 設 の 開 放       5 3 8 , 8 7 0  1 )校 庭 ・ 体 育 館 200日 開 放 46 4 , 9 7 0： 47 8校 。 校 庭 夜 間 開 放 は 17校 。 格 技 場 開 放 は 9 5校 。  

                                                                    2)プ ー ル 開 放 73,90 0： 66校  

                                                                    3)学 校 開 放 講 習 会 ： 横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 へ 事 業 を 委 託  

                                                                    4)学 校 開 放 交 流 会 ： 1984年 度 か ら 開 始 。 8月 31日 に 運 営 委 員 会 委 員 の 意 見 交 換 等 を 行 う 。  

 

 

横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団   1 , 3 8 9 , 8 4 0  

       （ 1984年 10月 設 立 ） 受 託 事 業  1, 2 4 4 , 8 0 0  

                             ス ポ ー ツ 指 導 者 養 成 事 業  14 , 2 5 0 1)市 民 ・ 健 康 体 力 づ く り 指 導 者 養 成 講 座 ： 5月 か ら 翌 年 3月 に か け て 計 124時 間  8 0人 を 対 象 （ 港 北 ・ 港 南 の 各 ス ポ ー ツ セ ン タ ーに

お い て ）  

                                                2 )野 外 活 動 指 導 者 養 成 講 座 ： 4月 か ら 翌 年 3月 に か け て 実 施  80人 を 対 象  

                                                                    3)救 急 法 講 習 会 ： 5月 、 1 0月 、 翌 年 2月 の 各 回 6日 間  50人 を 対 象 （ 磯 子 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 他 ）  

                                                                    4)リ ー ダ ー バ ン ク 事 業  

                            学 校 開 放 講 習 会       3,060   学 校 開 放 ・ プ ー ル 開 放 講 習 会 ： 学 校 開 放 指 導 者 講 習 会 （ 1 0回 ） を 8会 場 で 400人 を 対 象 に 実 施 。 プ ー ル 開 放 講 習 会 （ 5回 ） を 6月 下

旬 ～ 7月 上 旬 に プ ー ル 開 放 管 理 指 導 員 150人 を 対 象 に 実 施  

                           ス ポ ー ツ 奨 励 賞 贈 呈 式        3 , 0 2 0  3月 に 新 都 市 ホ ー ル で ス ポ ー ツ に お い て 優 秀 な 成 績 を 収 め た 者 等 を 表 彰  

                            ス ポ ー ツ セ ン タ ー 等 の 管 理 運 営  1,224,470  1 ) 1 2区 の 各 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の 管 理 運 営  

                                                                              2)そ の 他 の ス ポ ー ツ 施 設 の 管 理 運 営 ： 平 沼 記 念 体 育 館 、 少 年 自 然 の 家 赤 城 (昭 和 村 )林 間 学 園 、 少 年 自 然 の 家 南 伊 豆 臨 海

学 園 、 三 ツ 沢 公 園 、 青 少 年 野 外 活 動 セ ン タ ー 、 こ ど も 自 然 公 園 青 少 年 野 外 活 動 セ

ン タ ー 、 く ろ が ね 青 少 年 野 外 活 動 セ ン タ ー 、 道 志 青 少 年 野 外 活 動 セ ン タ ー  

 

                            補 助 事 業  5 2 , 4 4 0  

           ス ポ ー ツ 振 興 事 業       260   ヨ コ ハ マ さ わ や か ス ポ ー ツ 推 進 事 業 ： イ ン デ ィ ア カ 、 バ ウ ン ド テ ニ ス 、 デ ィ ス ク ゴ ル フ 、 チ ュ ッ ク ゴ ル フ 、 ペ タ ン ク 、 シ ャ フ ル

ボ ー ル と い っ た ニ ュ ー ス ポ ー ツ の 普 及 促 進  

                            ス ポ ー ツ 情 報 の 収 集 ・ 提 供  5, 2 3 0 1 )ス ポ ー ツ 施 設 ・ 行 事 ・ 指 導 者 等 や 事 業 団 所 管 施 設 に 関 す る 情 報 提 供 ・ 利 用 受 付  

              （ ス ポ ー ツ 情 報 セ ン タ ー ） 2 )ス ポ ー ツ ギ ャ ラ リ ー の 開 催  

                          3 )ス ポ ー ツ ラ イ ブ ラ リ ー  

                          4 )ス ポ ー ツ に 関 す る 講 演 会 ・ 講 習 会 ・ イ ベ ン ト の 開 催  

                          5 )ス ポ ー ツ 情 報 誌 ” S・ PO R T よ こ は ま ” の 発 行  
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                          6 )ス ポ ー ツ 医 事 相 談  

                            ス ポ ー ツ に 関 す る 調 査 研 究          1 , 1 2 0  ス ポ ー ツ 施 設 ・ 指 導 者 、 サ ー ク ル 等 に 関 す る 実 態 調 査  

                            国 内 ス ポ ー ツ 交 流         4,070  南 伊 豆 町 及 び 昭 和 村 の 児 童 を そ れ ぞ れ 8月 と 9月 に 横 浜 に 招 待  

                            情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業      15,000  ス ポ ー ツ 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 整 備 事 業 ： ス ポ ー ツ に 関 し 市 内 全 て を 網 羅 す る 情 報 シ ス テ ム の 整 備  

           漕 艇 場 の 管 理 運 営                2 6 , 7 6 0 鶴 見 川 漕 艇 場 の 管 理 運 営 ： 貸 与 艇 （ ボ ー ト ・ カ ヌ ー ） 3 0艇 と 保 管 艇 3 0艇  

 

                            自 主 事 業  9 2 , 6 0 0  

             ス ポ ー ツ 振 興 事 業          7 2 , 4 0 0  1 )ス ポ ー ツ 教 室 の 開 催 61, 3 4 0：各 ス ポ ー ツ セ ン タ ー に お け る 種 目 別 ス ポ ー ツ 教 室 、親 子 体 操 教 室 、健 康 教 室 、エ ア ロ ビ ク

ス 教 室 等 合 計 約 1,6 0 0教 室 の 開 催  

                                                                               2 )野 外 活 動 教 室 の 開 催 11, 0 6 0： 南 伊 豆 臨 海 学 園 に お け る ﾏﾘﾝ ･ｱ ﾄﾞ ﾍ ﾞﾝ ﾁ ｬ ｰ ･ｷ ｬ ﾝ ﾌ ﾟと 赤 城 林 間 学 園 に お け る 親 子 キ ャ ン プ ス ク

ー ル 。野 外 活 動 セ ン タ ー （ 道 志 、 三 ツ 沢 公 園 、く ろ が ね 、こ ど も 自 然 公 園 ） に お け る こ ど

も キ ャ ン プ ス ク ー ル 、 ｱ ﾄ ﾞﾍ ﾞ ﾝ ﾁ ｬ ｰ キ ャ ン プ、 農 業 体 験 キ ャ ン プ 、 親 子 ほ の ぼ の キ ャ ン プ な

ど 合 計 1 6教 室 （ 1990年 度 実 績 ）  

                            テ ニ ス コ ー ト 等 の 管 理 運 営    20,200  1 )テ ニ ス コ ー ト の 管 理 運 営 15, 7 9 0：港 北・保 土 ヶ 谷 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 隣 接 の テ ニ ス コ ー ト に お け る テ ニ ス ス ク ー ル（ 4教 室 ） 

                                                                              2)ス ポ ー ツ ス タ ジ オ 管 理 運 営 4,410： 保 土 ヶ 谷 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の ス ポ ー ツ ス タ ジ オ に お け る ス タ ジ オ 教 室 な ど 約 150教 室

の 開 催  

                              3 )鶴 見 川 漕 艇 場 の 管 理 運 営 ： 貸 与 艇 （ ボ ー ト ・ カ ヌ ー ） 30艇  

                                                                              4)室 内 温 水 プ ー ル の 開 放 ： 鶴 見 工 業 高 等 学 校 温 水 プ ー ル を 日 曜 ・ 祝 日 に 有 料 開 放  

                            駐 車 場 等 の 経 営                1)港 北 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 等 ５ つ の 駐 車 場 経 営  

                                                                    2)新 横 浜 駐 車 場 （ 257台 ） 及 び 新 横 浜 北 駐 車 場 （ 94台 ） の 経 営  

 

 

横 浜 市 体 育 協 会  1 3 8 , 0 8 0  

              受 託 事 業  114,710  

              大 会 参 加 補 助    2,190   1)国 民 体 育 大 会 290（ 1千 円 ×288人 ）  

                                                                    2)神 奈 川 県 総 合 体 育 大 会 15 9 0  

                                                                    3)郡 市 対 抗 駅 伝 競 走 大 会 310： 2月 9日 に 県 下 26郡 市 の 代 表 選 手 に よ り 、 小 田 原 ～ 厚 木 ～ 相 模 湖 の 8区 間 71 . 1 K mで 実 施  

                                     大 会 開 催      112,520 1)市 民 体 育 大 会 2,7 3 3： 年 間 を 通 し て 計 2 8種 目 の 大 会 を 開 催  

                                                     2 )「 市 民 ス ポ ー ツ の 日 」 ・ 体 育 の 日 記 念 行 事 ： 19 5 6年 度 か ら 開 始 。 4～ 7月 、 9月 の 第 3日 曜 日 と 1 0月 1 0日 に 市 営 体 育 施 設 を 開 放 し 指

導 も 実 施  

                                                                    3)市 民 マ ス タ ー ズ 大 会 ： 原 則 と し て 男 子 4 0歳 以 上 ・ 女 子 3 5歳 以 上 を 対 象 に 年 間 を 通 じ て 19種 目 の 大 会 を 実 施  

                                                                    4)五 大 都 市 体 育 大 会 52, 1 6 0： 横 浜 ・ 名 古 屋 ・ 京 都 ・ 大 阪 ・ 神 戸 の 各 市 が 持 回 り で 7月 12日 ～ 14日 の 3日 間 開 催 。 2 0種 目 1, 9 0 0人 （ 横

浜 市 380人 ） の 選 手 が 参 加  

                                                                    5)横 浜 マ ラ ソ ン 大 会 の 実 施 49, 4 7 7（ 企 業 協 賛 金 と 参 加 料 収 入 含 む ）： 19 8 1年 度 か ら 実 施 。 11月 10日 に 山 下 公 園 ～ 本 牧 ～ 山 下 埠 頭 の

コ ー ス で 10 k m、 20kmの 各 男 女 別 マ ラ ソ ン を 6,000名 を 対 象 に 実 施  

                       補 助 事 業    3 , 1 0 0  

              加 盟 団 体 育 成  3 , 1 0 0  加 盟 団 体 に 対 す る 運 営 費 ・ 事 業 費 補 助 ： 競 技 団 体 3 9団 体 、 学 校 体 育 団 体 3団 体 、 地 域 団 体 1 6団 体  

                                    自 主 事 業   2 0 , 2 7 0  

                指 導 者 養 成   6 , 4 0 0  1 )少 年 ス ポ ー ツ 指 導 者 養 成 講 習 会 ： 11月 （ 4～ 6日 間 ） に 市 内 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 等 で 70名 を 対 象 に 実 施  

                                   2 )ス ポ ー ツ 医 学 研 修 （ コ ー チ ・ ト レ ー ナ ー 研 修 会 ） ： 11月 に 市 内 ス ポ ー ツ セ ン タ ー で 競 技 ス ポ ー ツ 指 導 者 60名 を 対 象 に 実 施  

                                     3)指 導 者 技 術 向 上 補 助 ： 体 協 加 盟 団 体 が 主 催 す る 指 導 者 養 成 の た め の 実 技 講 座 に 対 す る 補 助  

                                     4)高 齢 者 ス ポ ー ツ 指 導 者 養 成 ： 民 生 局 老 人 福 祉 課 か ら の 委 託 事 業 。 5月 ～ 1 2月 に 横 浜 市 健 康 福 祉 セ ン タ ー で 4 0名 を 対 象 に 実 施  

                                     5)登 山 講 習 会 ： 7月 に 北 ア ル プ ス 白 馬 岳 で 登 山 指 導 者 40名 を 対 象 に 実 施  

                                                             6 )水 泳 講 習 会 ： 9月 に 市 立 港 商 業 高 校 プ ー ル 等 で 水 泳 指 導 者 70名 を 対 象 に 実 施  

                                                             7 )カ ヌ ー ・ ボ ー ト 指 導 者 養 成 ： 9月 に 鶴 見 川 漕 艇 場 等 で 40名 を 対 象 に 実 施  

                                                                                                  指 導 者 登 録 ・ 派 遣 登 録 者 数 450名 （ 予 算 計 上 な し ）  

                                    ス ポ ー ツ 教 室 等  11 , 0 5 0 1)ス ポ ー ツ 教 室 ： 10月 に 一 般 市 民 140名 を 対 象 に 実 施  
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                                                               2)ス ポ ー ツ 科 学 特 別 教 室 ： 10月 に ス ポ ー ツ 愛 好 者 60名 を 対 象 に 実 施  

                                                                    3)「 新 春 横 浜 ス ポ ー ツ 人 の 集 い 」 ： 翌 年 1月 に 横 浜 文 化 体 育 館 で ス ポ ー ツ 関 係 者 1,000名 を 対 象 に 交 流 会 等 を 実 施  

                                                                    4)横 浜 市 民 ス ポ ー ツ 会 議 ： 翌 年 3月 に 横 浜 市 開 港 記 念 会 館 で ス ポ ー ツ 関 係 者 約 500名 を 対 象 に 研 究 協 議 を 実 施  

                                                                    5)全 国 健 康 福 祉 祭 い わ て 大 会 参 加 選 手 選 抜 大 会 の 実 施 （ 6月  6種 目 ） 。 民 生 局 老 人 福 祉 課 か ら の 委 託 事 業  

                                                                    6)健 康 増 進 体 操 事 業 ： 市 内 老 人 福 祉 セ ン タ ー で 年 間 を 通 じ て 実 施 。 民 生 局 老 人 福 祉 課 か ら の 委 託 事 業  

                            国 際 ス ポ ー ツ 交 流     1 , 1 0 0  海 外 視 察 事 業 等 の 実 施  

                            調 査 研 究 ・ 広 報 の 実 施   1 , 7 2 0 1 )ス ポ ー ツ 傷 害 対 策 や 競 技 専 門 施 設 に 関 す る 調 査 研 究  

                                                                    2)競 技 施 設 管 理 者 ・ 利 用 者 連 絡 会 の 開 催  

                                                                    3)機 関 誌 「 ﾖｺ ﾊ ﾏ・ ｽﾎ ﾟｰ ﾂ」 の 年 4回 刊 行 し 、 加 盟 団 体 関 係 機 関 に 配 付  

 

 

横 浜 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会  4 3 , 1 6 0  

                            受 託 事 業          1 3 , 0 0 0  1 )各 種 講 習 会 ： レ ク リ エ ー シ ョ ン 指 導 者 （ 上 級 ・ 中 級 ） 、 キ ャ ン プ フ ァ イ ヤ ー ・ エ ー ル マ ス タ ー ・ レ ク ゲ ー ム ・ レ ク ク ラ フ ト ・ レ ク の た め  

                                                                            の お ど り ・ レ ク ソ ン グ の 各 専 科 講 習 会 、 レ ク リ エ ー シ ョ ン 理 論 講 習 会  

                                                          2)こ ど も マ リ ン ス ク ー ル ： 4月 ～ 5月 に 日 本 丸 等 で 176人 を 対 象 に 実 施  

                                                          3)高 齢 者 体 操 ・ レ ク 指 導 者 養 成 ： 民 生 局 老 人 福 祉 課 か ら 委 託 さ れ た 事 業 。 年 間 を 通 じ て 実 施  

           補 助 事 業      1 0 , 0 0 0 よ こ は ま シ テ ィ ウ ｵ ー ク： 1989年 度 か ら 開 始 。 3月 20日 、 10 k m・ 20km・ 3 0 k mの 各 コ ー ス に お け る 総 数 5,0 0 0人 規 模 の ウ ｵ ー ク 大 会  

                           自 主 事 業      2 0 , 1 6 0 1)民 謡 ・ フ ォ ー ク ダ ン ス ： 初 夏 の お ど り 発 表 会 （ 5月 1 9日 ） ・ ク リ ス マ ス 市 民 民 謡 の つ ど い （ 12月 8日 ） 、 ク リ ス マ ス 市 民 フ ォ ー ク ダ ン ス

の つ ど い （ 1 2月 15日 ）  

                               2)親 と 子 の サ イ ク ル キ ャ ン プ ： 8月 2 4～ 2 5日  

                                             3 )ス キ ー 教 室 等 ： お 正 月 戸 狩 ス キ ー （ 1月 3日 ～ 7日 ） 、 ジ ュ ニ ア ス キ ー 教 室 （ 1月 3日 ～ 7日 ） 、 市 民 レ ク ス キ ー 蔵 王 （ 1月 3 0日 ～ 2月 3日 ） 、

                       市 民 レ ク ス キ ー 、 安 比 ・ 雫 石 ス キ ー ツ ア ー （ 2月 13日 ～ 1 6日 ） 、 春 休 み 親 子 ス キ ー ツ ア 蔵 王 ・ 野 沢 （ 共 に 3月 27日 ～ 3 1日 ）  

                    4 )第 3回 全 国 レ ク リ エ ー シ ョ ン 研 究 大 会 派 遣 （ 予 算 計 上 な し ） ： 8月 2 2日 ～ 24日 （ 新 潟 県 ）  

                                                          5)第 4回 全 国 ス ポ ー ツ レ ク リ エ ー シ ョ ン 祭 派 遣 交 流 （ 予 算 計 上 な し ） ： 1 1月 9日 ～ 12日 （ 熊 本 県 ）  

                      6)各 種 講 師 派 遣 （ 予 算 計 上 な し ）  

                                                          7)広 報 紙 「 レ ク リ エ ー シ ョ ン  よ こ は ま 」 の 発 行  

 

 

婦 人 ス ポ ー ツ 団 体 連 絡 競 技 会  2 , 2 6 0（ 補 助 事 業 費 2, 0 0 0は 別 記 ）  

                            各 連 盟 主 催 の 講 習 会 ・ 研 修 会    1 )横 浜 南 家 庭 婦 人 バ レ ー ボ ー ル 連 盟 ： 戸 塚 ・ 泉 ・ 栄 ・ 港 南 ・ 南 ・ 金 沢 ・ 磯 子 ・ 西 ・ 中 の 各 区  115チ ー ム  1, 7 2 5人  

                            競 技 会 や 全 国 大 会 等 へ の 参 加      2)横 浜 北 家 庭 婦 人 バ レ ー ボ ー ル 連 盟 ： 神 奈 川 ・ 鶴 見 ・ 港 北 ・ 保 土 ヶ 谷 ・ 旭 ・ 緑 ・ 瀬 谷 の 各 区    90チ ー ム  1 , 3 5 0人  

                                                           3 )横 浜 家 庭 婦 人 バ ド ミ ン ト ン 連 盟 ： 110ク ラ ブ  約 2,000人  

                                                                    4)横 浜 レ デ ィ ー ス マ ス タ ー ズ サ ッ カ ー 連 盟 ： 9チ ー ム  1 8 0人  

                                                                    5)横 浜 市 家 庭 婦 人 卓 球 連 盟 ： 9 5チ ー ム  1,500人  

                          6 )横 浜 市 な ぎ な た 連 盟 ： 9ク ラ ブ  25 0人  

                                                                    7)横 浜 市 軟 式 庭 球 協 会 家 庭 婦 人 部 ： 150～ 16 0チ ー ム  6 0 0人  

                                                                    8)横 浜 市 ソ フ ト ボ ー ル 協 会 家 庭 婦 人 部 ： 3 3チ ー ム  50 0人  

                                                                    9)横 浜 水 泳 協 会 婦 人 部 ： 1 6チ ー ム  82 0名  

 

 

企 画 財 政 局             企 画 調 整 室           ス ポ ー ツ 関 連 を 含 む 市 政 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 の 立 案  

                          管 財 課 － 福 祉 文 化 事 業 団 1,1 4 4 , 2 7 0 1 )屋 外 プ ー ル 管 理 運 営 18 8 , 0 6 0： 横 浜 プ ー ル セ ン タ ー 及 び 本 牧 市 民 プ ー ル  

                  （ 1 9 6 7年 設 置 ）    2)屋 内 プ ー ル 管 理 運 営 64 2 , 3 8 0： 旭 ・ 港 南 ・ 栄 ・ 保 土 ヶ 谷 ・ 北 部 の 各 プ ー ル  

                                                                        3)テ ニ ス コ ー ト 管 理 運 営 273,500：緑 ・根 岸 ・ 泉 の 各 テ ニ ス コ ー ト 。各 テ ニ ス コ ー ト で テ ニ ス 教 室 あ り （ そ れ ぞ れ 年 4～ 5期 で 各

期 定 員 は 各 々 1, 2 0 0人 ～ 約 1,6 0 0人 ）  

                                                                        4)教 室 事 業 22, 8 6 0：女 性 初 級（ 各 屋 内 プ ー ル  年 6期  各 期 定 員 100人 ）・中 級 水 泳 教 室（ 各 屋 内 プ ー ル  年 3期  各 期 定 員 40人 ）、

春 休 み こ ど も 水 泳 教 室（ 各 屋 内 プ ー ル  春 休 み 期 間  定 員 各 々 5 0人 ）、夜 間 水 泳 教 室（ 旭・港 南・北 部 の 各 プ ー ル  年 3期  定
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員 30人 ） 、 女 性 の 各 プ ー ル 、  

                                                                          体 操 教 室 （ 本 牧 市 民 プ ー ル 内  6コ ー ス 年 2期  各 期 定 員 1 2 0人 、 旭 プ ー ル 内  9コ ー ス 年 2期  各 期 定 員 180人 ）  

                                                                        5)ロ ー ラ ス ケ ー ト 場 の 管 理 運 営 17,47 0 ： 本 牧 市 民 プ ー ル 内 に お け る ロ ー ラ ス ケ ー ト 、 変 型 自 動 車 、 ボ ー ト 等 の レ ク リ エ ー シ ョ

ン 事 業  

                                                                        6)駐 車 場 経 営 （ 1 2箇 所  内 7箇 所 が 月 極 ）  

 

総 務 局                     国 際 室                ス ポ ー ツ 関 連 を 含 む 国 際 交 流 ・ 国 際 大 会 等 の 調 整  

 

市 民 局  勤 労 福 祉 部           勤 労 福 祉 課                         勤 労 者 の 福 利 厚 生 の 一 環 と し て の ス ポ ー ツ 振 興 。 勤 労 者 福 祉 共 催 「 ハ マ ふ れ ん ど 」  

                                  勤 労 市 民 室                         勤 労 者 の 教 育 ・ 文 化 振 興 の 一 環 と し て の ス ポ ー ツ 活 動  

          地 域 振 興 部            施 設 整 備 課                         地 区 セ ン タ ー（ 現 在 42館 。 80館 構 想 ） 、ス ポ ー ツ 会 館（ 現 在 11館 ）、 こ ど も の 遊 び 場 ・ち び っ こ 広 場 、少 年 広 場 、地 域 ス ポ ー ツ

広 場 の 建 設  

                                 施 設 管 理 課                          地 区 セ ン タ ー 等 の 管 理 運 営 （ 地 区 セ ン タ ー は 直 営 館 7館 を 除 い て 運 営 委 員 会 が 管 理 運 営 ）  

                                 文 化 体 育 館                          文 化 体 育 館 の 管 理 運 営 等 ： 「 リ フ レ ッ シ ュ 文 体 」 1,220（ 一 流 の 体 操 ・ バ レ ー ボ ー ル 選 手 の 模 範 演 技 ） な ど  

          総 務 部                交 通 安 全 対 策 課                    ゲ ー ト ボ ー ル 指 導 を 通 じ た 高 齢 者 交 通 安 全 対 策 事 業  

 

民 生 局  障 害 福 祉 部          障 害 援 護 課  2 7 , 9 6 0  

                                大 会 へ の 参 加 促 進  11 , 1 7 0     1 )身 障 者 の 各 種 ス ポ ー ツ 大 会 へ の 参 加 促 進： 全 国 ス ポ ー ツ 大 会 派 遣 選 手 選 考 会、国 体 関 東 ブ ロ ッ ク 予 選（ 盲 社 会 人 野 球 大 会 、車

椅 子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 大 会 、 聴 力 障 害 者 バ レ ー ボ ー ル 大 会 ） 、 横 浜 市 運 動 会 、 政 令 指 定 都 市 親 善 ソ フ ト ボ ー ル 大 会 、 全 国 ス ポ

ー ツ 大 会  

                                                                    2)精 薄 者 の 各 種 ス ポ ー ツ 大 会 へ の 参 加 促 進：横 浜 市 ふ れ あ い ス ポ ー ツ 大 会 、日 本 ス ペ シ ャ ル オ リ ン ピ ッ ク 神 奈 川 県 大 会 、神 奈 川

県 愛 護 横 浜 地 区 体 育 大 会 、 ’ 92マ ド リ ッ ド パ ラ リ ン ピ ッ ク 、 厚 生 省 主 催 ス ポ ー ツ

大 会  

          ｽﾎ ﾟ ｰﾂ・ ﾚｸﾘｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 事 業       1 6 , 7 9 0   障 害 者 ス ポ ー ツ 文 化 セ ン タ ー ： ｽ ﾎﾟ ｰ ﾂ･ ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ指 導 、 ｽ ﾎﾟ ｰ ﾂ･ ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ教 室 開 催 、 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 、 交 流 ﾚｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｲ ﾍﾞ ﾝ ﾄ、 ﾘ ﾊ ﾋﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾅ ﾙ ｽ ﾎﾟ  

                                  ｰ ﾂ、 ｽ ﾎ ﾟｰ ﾂ･ ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ振 興 、 ｽ ﾎﾟ ｰﾂ ･ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ調 査 研 究 開 発  

    老 人 福 祉 部     老 人 福 祉 課  13 , 4 0 0  

             高 齢 者 ス ポ ー ツ 振 興 6,2 9 0 1 )健 康 増 進 体 操 事 業 3,4 4 0： 12ケ 所 の 老 人 福 祉 セ ン タ ー に お け る 健 康 体 操 教 室 （ 体 力 測 定 、 リ ズ ム 運 動 、 手 具 運 動 等 ）  

                                                                    2)高 齢 者 体 操 ・ ﾚｸﾘｴｰ ｼ ｮ ﾝ 指 導 者 養 成 （ 620） ： 体 協 、 レ ク 協 へ の 委 託 事 業 （ 健 康 福 祉 総 合 セ ン タ ー に お け る 軽 運 動 室 他 ）  

                                                                    3)地 域 健 康 体 操・ ﾚｸﾘｴｰ ｼ ｮ ﾝ教 室 設 置 3,480： 指 導 者 養 成 事 業 の 修 了 者 (約 26 0名 )が 企 画 運 営 ･委 託 (地 区 セ ン タ ー ､町 内 会 会 館 ､学 校 開

放 施 設 )  

             ス ポ ー ツ ひ ろ ば の 整 備 7,110  1 )シ ル バ ー 健 康 ひ ろ ば 3,7 7 0： ゲ ー ト ボ ー ル 等 の 利 用 の た め に 地 域 で 管 理 運 営 委 員 会 を 組 織 し 、 ひ ろ ば の 維 持 管 理 を 委 託 （ 現 在 2 5

カ 所 ）  

                          2 )シ ャ フ ル ボ ー ド 専 用 コ ー ト 3,340： 葛 ケ 谷 公 園 内 の 専 用 コ ー ト の 管 理 運 営 を 横 浜 市 社 会 福 祉 協 議 会 に 委 託  

 

衛 生 局  保 健 部               健 康 増 進 課                       栄 養 ・ 保 健 指 導 の 一 環 と し て の ス ポ ー ツ ・ 運 動  

 

緑 政 局   公 園 部               公 園 緑 地 事 務 所 （ 市 内 4カ 所 ）  

              管 理 課 － 横 浜 市 緑 の 協 会  

                               公 園 内 運 動 施 設 の 管 理 運 営  4 2 2 , 8 4 0  プ ー ル 28カ 所 、庭 球 場 26カ 所 、軟 式 野 球 場 1 4カ 所 、多 目 的 広 場 8 8カ 所 、配 水 地 兼 用 広 場 4カ 所 、陸 上 競 技 場 2カ 所 、球 技 場 1カ

所 、 排 球 場 1カ 所 、 弓 道 場 3カ 所 、 相 撲 場 1カ 所 、 運 動 広 場 9カ 所 、 馬 術 練 習 場 1カ 所 の 計 178カ 所 に わ た る 公 園 内 運 動 施 設 の 管

理 運 営  

                                                                    1)維 持 管 理 費 65,28 0： 主 に 庭 球 場 、 軟 式 野 球 場 、 多 目 的 広 場 等  

                                                                    2)管 理 及 び 業 務 委 託 費 316,820： 主 に 公 園 プ ー ル 管 理 運 営 の 財 団 法 人 横 浜 市 緑 の 協 会 へ の 委 託 事 業  

                                                                    3)管 理 運 営 委 員 会 へ の 委 託 費 10,68 0： 主 に 多 目 的 広 場 。  

                                                                    4)電 気 施 設 等 設 備 管 理 30, 0 7 0： 電 気 設 備 等 の 点 検 、 保 守 等 の 維 持 管 理  

                               建 設 課   清 水 ケ 丘 公 園 体 育 館 が 1992年 7月 に 開 設 ： ア リ ー ナ 1, 3 0 0㎡ （ ﾊ ﾞｽｹ ｯ ﾄ ･ﾊ ﾞ ﾚ ｰ ﾎ ﾞｰ ﾙ･ ﾊ ﾞﾄ ﾐ ﾝ ﾄ ﾝ･卓 球 等 の 多 目 的 施 設 ） 、 ミ ニ ア リ ー ナ 8 5㎡ （ 体 操 ･ ｴｱﾛﾋ ﾞ ｸｽ等 ） 。

管 理 運 営 を 横 浜 市 緑 の 協 会 へ 委 託 （ 管 理 運 営 委 託 費 は 1992年 度 に 23,87 0千 円 ）  
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港 湾 局  港 営 部              港 営 課                              港 湾 労 働 者 が 利 用 す る 港 湾 ス ポ ー ツ 関 連 施 設 の 管 理 運 用  

 

経 済 局  産 業 振 興 部         産 業 振 興 課                  中 小 企 業 従 業 員 の 福 利 厚 生  

 

区 役 所  福 祉 部      市 民 課                          区 民 の 体 育 振 興 、 区 体 育 指 導 員 協 議 会 や 区 体 育 協 会 等 と の 連 絡 調 整 ・ 事 業 協 力 、 子 供 の 遊 び 場 及 び ち び っ こ 広 場 の 設 置 や 青 少 年 施

設 の 管 理  

                           鶴 見 区 の 例 → 4月：春 季 軟 式 野 球 大 会（ ～ 7月 下 旬 ）、少 年 野 球 大 会 、5月：サ ッ カ ー 大 会 、つ る み 区 民 ス ポ ー ツ ス ク ー ル（ ～ 11月 ）、

6月 ： 家 庭 婦 人 バ ド ミ ン ト ン 大 会 、 剣 道 大 会 、 区 民 卓 球 団 体 戦 、 7月 ： バ レ ー ボ ー ル 大 会 、 秋 季 軟 式 野 球 大 会 （ ～ 1 1

月 下 旬 ） 、 8月 ： い か だ フ ェ ス テ ィ バ ル 、 母 と 子 の ソ フ ト ボ ー ル 大 会 、 陸 上 競 技 大 会 、 軟 式 庭 球 大 会 、 9月 ： ｲﾝ ﾃﾞ ｨｱ

ｶ ･ ｼ ｬ ﾌ ﾙ ﾎ ﾞｰ ﾄﾞ大 会 、ゲ ー ト ボ ー ル 大 会 、 1 0月 ：鶴 見 線 フ ェ ス テ ィ バ ル ・ジ ャ ン ボ な わ と び 大 会 、 1 1月 ：壮 年 ・一 般 男

子 ソ フ ト ボ ー ル 大 会 、 柔 道 大 会 、ふ れ あ い 運 動 会 、「 横 浜 大 洋 ホ エ ー ル ズ 」少 年 野 球 教 室 、 12月 ：弓 道 大 会 、翌 年 1

月： 駅 伝 大 会 、翌 年 2月： ｲ ﾝ ﾃﾞ ｨ ｱ ｶ･ ｼｬﾌﾙﾎ ﾞｰ ﾄﾞ大                                                                                 

会 、 男 子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル大 会 、 翌 年 3月 ： 卓 球 大 会 、 綱 引 き 大 会  

                            福 祉 課                                   ゲ ー ト ボ ー ル や 身 障 者 ス ポ ー ツ 等  

                            地 区 セ ン タ ー                           直 営 7館 の 管 理 ： 西 ・ 南 ・ 磯 子 ・ 金 沢 地 区 ・ 菊 名 地 区 ・ 戸 塚 ・ 瀬 谷 の 各 セ ン タ ー  

 

 

 

注 １ ： 予 算 額 は 千 円 単 位 を 四 捨 五 入 。 予 算 額 の 提 示 は 資 料 収 集 の 過 程 で 把 握 し 得 た 範 囲 で 記 入 。  

注 ２ ： 予 算 額 は 主 に 1991年 度 。 し か し 、 例 え ば 、 民 生 局 障 害 援 護 課 の 予 算 額 ・ 事 業 内 容 は 1992年 度 の も の 。  

 

資 料 ：横 浜 市 教 育 委 員 会 『 平 成 ３ 年 度  社 会 教 育 事 務 事 業 概 要 』 、横 浜 市 総 務 局『 横 浜 市 組 織 図  平 成 ３ 年 版 』、 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団『 横 浜 市 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 概 要 』、同 横 浜 市 『 ス ポ

ー ツ セ ン タ ー 管 理 ・ 運 営 の 手 引 き 』 、 同 『 平 成 ４ 年 度  第 １ 回  理 事 会 』 、 横 浜 市 体 育 協 会 『 平 成 ３ 年 度  事 業 計 画 書 並 び に 収 支 予 算 書 』 、 横 浜 市 福 祉 文 化 事 業 団 『 事 業 案 内 』 、 同 『 平 成

３ 年 度  事 業 計 画 』 、 横 浜 市 緑 政 局 『 平 成 ３ 年 度  緑 政 概 要 』 、 同 『 横 浜 市 の 公 園 』 、 横 浜 市 緑 の 協 会 『 事 業 の あ ら ま し （ 平 成 ３ 年 度 ） 』 、 各 担 当 課 の 一 次 資 料 、 各 担 当 課 か ら の ヒ ア リ ン

グ に よ り 作 成 。  
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図表８―２ 横浜市教育委員会体育課における社会体育係・企画振興係の事務分担 

［ 社 会 体 育 係 ］                            ［ 企 画 振 興 係 ］               

 分 野    業   務  担 当   分 野   業   務  担 当   

 施 策   ２ １プラン  全 員   施 策  ｽﾎﾟ ｰﾂ振興審議会  Ｓ ・ Ｕ   

 の 確   ｽﾎﾟ ｰﾂﾏｽﾀｰﾌ ﾟﾗﾝ  Ｉ a・Ｔ   の 確  ｽﾎﾟ ｰﾂ関係基礎資料  Ｓ ・ Ｕ   

 立   新規施策の 検討  全 員   立  ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ情 報 基 礎 資 料 作

成  

Ｓ ・ Ｕ   

 体 育   市 体 指 協 定 例 会  Ｉ・Ｉ a   ｽﾎﾟ ｰﾂ情報 ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ Ｓ ・ Ｕ   

 指 導   市 体 市 協 各 部 会  Ｉ・Ｉ a  団 体  スポーツ振興事業団  Ｓ・Ｓ a  

 委 員   体 指 各 種 研 修 会  Ｉ・Ｉ a  育 成  体育協会  Ｓ・Ｓ a  

   市 体 育 指 導 委 員 大 会  Ｉ・Ｉ a   ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協 会  Ｓ・Ｓ a  

   19期 改 選 事 務  Ｉ・Ｉ a   婦 人 ｽﾎﾟｰﾂ団 体 連 絡 協  Ｓ・Ｓ a  

   連 絡・調整  Ｉ・Ｉ a  施 設  ｽﾎﾟ ｰﾂｾﾝﾀｰ等  Ｓ・Ｓ a  

   予 算・決算調整  Ｉ・Ｉ a  運 営  市 民 ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ  Ｓ・Ｓ a  

   事 業 計 画 策 定  Ｉ・Ｉ a   (財 )神奈川体育館  Ｓ・Ｓ a  

 区 民   区配事務  Ｔ    屋 外 体 育 施 設 利 用 調 整  Ｓ・Ｓ b  

 体 育   区 担 当 者 研 修 会  Ｉ ・ Ｔ   国 際  国 際 ｽﾎﾟｰﾂ交 流 委 員 会  Ｕ・Ｓ a  

 振 興   ラ ジ オ 体操  Ｎ   ｽ ﾎ ﾟ ｰ

ﾂ  

友 好・姉 妹 都 市 等 交 流  Ｕ・Ｓ a  

 生 涯   横 浜マ ラ ソ ン大会  Ｔ・Ｉ a  交 流  日 独 友 好 交 流  Ｕ・Ｓ a  

 ｽ ﾎﾟ -   こ ど も ﾏﾘﾝｽｸｰﾙ  Ｔ    世界少年 ｻｯｶｰ大会  Ｕ・Ｓ a  

 ﾂの   ﾖｺ ﾊ ﾏさ わ や か推進  Ｎ   国 体  国 体の企画 ・調整等  S a・ Sb   

 推 進   小 学 校 ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ  Ｎ   競 技  国際大会  Ｓ ・ Ｕ   

   ﾖ ｺ ﾊ ﾏ･ｼﾃｨｳｵｰｸ大会  Ｔ・Ｉ a  ｽ ﾎ ﾟ ｰ

ﾂ  

国内大会  Ｓ ・ Ｕ   

   市 民 ｽﾎﾟｰﾂの日等  Ｉ   推 進  五大都市体育大会  全 員   

   ｽﾎﾟ ｰﾂ教室  Ｉ    県下大会  S a・ Sb   

 指 導   指 導 者 養 成 講 座  Ｎ    市 大 会  S a・ Sb   

 者 養   ﾘｰﾀ ﾞﾊﾞﾝｸ  Ｎ    プ ロ サ ッ カ ー  Ｓ・Ｓ a  

 成   ｽﾎﾟ ｰﾂ科学研究等  Ｎ ・ Ｉ   庶 務  課 庶 務  Ｓ ・ Ｕ   

 企 画   92YOKOHAMA ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚ ｰ  Ｉ a・Ｔ   経 理  予 算・決算 ・経理  Ｓ・Ｓ a  

 誘 致   市 民 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ｽ ﾞ ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ大

会  

Ｉ    組 織・機構  Ｓ・Ｓ a  

 ｲ ﾍﾞ ﾝ   YOKOHAMAｶ ｯ ﾌﾟｻｯｶｰ  Ｔ ・ Ｉ    調 査・統計  Ｓ ・ Ｕ   

 ﾄ   93横 浜 国 際 陸 上 競 技  Ｉ ・ Ｔ    表 彰  Ｓ ・ Ｕ   

   横浜国際女子駅伝  Ｎ・Ｉ a   市 会  全 員   

   そ の 他 ｲ ﾍ ﾞ ﾝ ﾄ企 画 誘

致  

Ｔ・Ｉ a  

資 料 ： 横 浜 市 教 育 委 員 会 体 育 課 の 「 社 会 体 育 係 事 務 分 担 」 と 「 企 画 振 興 係 事 務 分 担 」

か ら 作 成 。 注 １ ： 社 会 体 育 係 の 事 務 分 担 は 1992年 年 度 現 在 ， 企 画 振 興 係 は 1 9 9 1年 年 度

現 在 の も の 。 注 ２ ： 担 当 者 の 頭 文 字 が 同 じ 場 合 は 無 印 ， a， b に よ っ て 区 別 し た 。
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第８章の註  

                             
１ 横浜市が 1992 年 7 月に行った、市民３万人を対象としたアンケート調査では、「文化や

スポーツのための施設が近くにない」という不満が 40.2％(複数回答)で全体のトップであ

った。(横浜市企画財政局『よこはま３万人アンケート報告』(1992 年)p.7. 
２ 例えば、『地域スポーツの創造と展開』(廚義弘、大谷善博編著、大修館書店、1990 年)

の第５章第１節「幸せと生きがいをもたらすスポーツ行政の仕組みと役割」では、スポー

ツ行政を「助成」行政と位置づけてはいるものの、その後は中央政府レベルにおけるスポ

ーツ行政組織、スポーツの施設、指導者、予算、福岡市のスポーツ行政資料の整理・提示

に終始しており、スポーツ行政論の展開までには至っていない。 
３ 1992 年 4 月に横浜市スポーツ振興審議会は、「横浜市スポーツ振興策のあり方について」

検討することを決定し、これを受けて専門部会が「横浜市スポーツマスタープラン策定委

員会」を組織した。策定委員会は以後、施設、組織、指導者、事業・情報、行政といった

研究グループに分かれて調査を開始し、調査結果について策定委員会全体での討議も重ね

た。本節１項は「行政」の領域において横浜市教育委員会体育課職員の協力を得て行った

面接取材や資料収集をもとに執筆したものである。  
４ 200 年度において事業団が提供するサービスは、第１に、横浜市からのスポーツ施設等の
受託管理運営（17 区のスポーツセンター、体育館 2 館、横浜市青年自然の家 2 学園、4 つ
の横浜市青少年野外活動センター、漕艇場１つ、横浜国際プール、横浜国際総合競技場、
温水利用型健康運動施設であるスポーツコミュニティプラザ、横浜市スポーツ医科学セン
ターの管理運営）である。第２に、横浜市からの補助事業（さわやかスポーツの推進、ヨ
コハマスポーツイラスト・まんが大賞の開催、温水プール開放事業、駐車場の管理運営、
教育施設協力町村児童の受入）、受託事業（社会体育指導者養成事業、区づくり推進事業、
スポーツイベントの誘致、ノーマライゼーション推進事業）、自主事業（スポーツ教室、
野外活動教室、スポーツイベント、インラインスケートの実施、スポーツスタジオ、テニ
スコート、駐車場、スポーツセンター等有料駐車場の管理運営、自動販売機の設置）があ
る。第３が、広報活動及びスポーツ情報の収集・提供（スポーツ情報事業とスポーツ情報
誌の発行）で、第４が、スポーツに関する調査・研究（スポーツ専門委員の配置、スポー
ツセンター等の指導員論文の発表）、第５が、スポーツ振興基金の運用（かながわ・ゆめ
国体横浜市実行委員会からの寄付金を基にしたもの。横浜市、横浜市体育協会、横浜市レ
クリエーション協会などで構成する委員会により運用）となっている（横浜市スポーツ振
興事業団『平成 12 年度 事業計画並びに収支予算書』pp.1-5.）。 
 なお、横浜市体育協会の加盟団体は 18 区の区体育協会（＝地域団体）、45 の競技団体、
小中高の 3 団体（＝学校体育団体）で、横浜市レクリエーション協会の加盟団体は 12 団体、
横浜市婦人スポーツ団体連絡協議会の加盟団体は 9 団体である（2001 年度現在）。横浜市
体育協会は総務、財務、競技、市民スポーツ、広報、スポーツ科学、区体協、特別委員会
（市民スポーツ会議の検討）の 7 委員会から構成される（同）。行政区レベルにおいて中
区では一口 3000 円で賛助会員を募集しており、1999 年度の賛助会員数は株式会社や有限会
社など160社ほどである（中区体育協会『平成12年度 中区体育協会事業スケジュール』）。 

 横浜市レクリエーション協会では「加盟団体の連合体」という組織の変更が試みられた。

従来は協会の事業＝市委託事業や加盟団体活動と捉えていたのを、「独自の事業開発と、

協会運営スタッフの強化を打ち出し、理事会の機能化、専門委員会の整備などを手がけ」、

「横浜のレク振興を考える人たちと、協会運営を進める人たちとを分け」、協会認定の指

導者養成事業も始めた。こうした一連の事業見直しにより、指導者で構成する「レクリエ
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ーション指導者横浜ネットワーク」が組織化された、とある（横浜市レクリエーション協

会『レクリエーションよこはま 第 19 号』1998 年）。 

その他、スポーツ行政サービスを提供する関係課の事業について、緑政局公園部計画課

では、「スポーツができる公園」（2 種類以上の有料運動施設をもつもの。陸上競技場、野

球場、テニスコート、プールなど））として、その設置状況を運動公園、総合公園、地区公

園、近隣公園、街区公園に分けてまとめている（横浜市緑政局『平成 12 年版 よこはまの

緑 緑政局事業概要』）。例えば運動公園の定義は、「主として運動の用に供することを目的

とする都市公園で、敷地面積はおおむね 15ha 以上とする。運動施設の設置に当たっては、

運動施設の敷地面積の合計が、公園面積の 25％以上 50％以下の範囲において、都市住民の

スポーツ需要の実態及び自然的条件を十分考慮して、陸上競技場、野球場、サッカー場、

テニスコート、バレーコート、プール、体育館等を適宜配置するものとする。また、修景

施設、広場、散策路等を配置し、都市公園内の環境の保持を図ることが望まれる」(同、p.93.)

となっている。 

また、福祉局障害福祉部障害福祉課では、「障害者スポーツ文化センター横浜ラポール」 

（1992 年開館。運営主体は社会法人横浜市リハビリテーション事業団で建設事業費は 123

億 8400 万円。職員数は 2000 年 3 月現在で館長以下、企画課 23 名、スポーツ課 23 名）を

所管している。横浜ラポールの事業は以下の通りで横浜市スポーツ振興事業団との連携事

業も行っている。①スポーツ・レクリエーション教室開催事業（水泳教室など）②施設プ

ログラム（水中体操やあおぞら体操教室、車椅子スポーツの時間など）③初心者講習会（ト

レーニング方法やマシンの使用方法を指導）④障害者スポーツ指導員養成研修会（初級）

⑤障害者スポーツボランティア養成研修会⑥特別研修会・種目別研修会（スポーツボラン

ティア登録者・障害者スポーツ指導員を対象に障害者スポーツへの知識（概念）や技術・

指導方法等を高めるための研修）⑦地域支援事業（横浜市（区福祉保健サービス課）が実

施する機能訓練事業への技術援助や地域における障害者スポーツボランティアの養成研修

会等）⑧障害者サッカー育成事業（知的障害者サッカー事業、肢体不自由者サッカー、電

動車椅子サッカー）⑨障害児スポーツ育成事業（夏休み親子スポーツ体操、ショートテニ

スなど）⑩リハビリテーション・スポーツ教室（片麻痺グループ教室や幼児教室）⑪リハ

ビリテーション・スポーツ相談事業⑫スポーツ大会・交流レクリエーションイベント事業

（「スポーツフェスタ」や「交流イベント」）⑬ハマピック（身体障害者スポーツ競技会、

知的障害者スポーツ競技会）⑭全国身体障害者スポーツ大会（横浜市選手団派遣）⑮ゆう

あいピック島根大会（横浜市選手団派遣）⑯全国障害者スポーツ大会向け強化練習、の 16

事業である（横浜市リハビリテーション事業団・障害者スポーツ文化センター横浜ラポー

ル『平成 12 年度版 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 平成 11 年度事業概要』

2000 年）。 

政令市広島では既に「広島市における社会体育施設整備構想について」（広島市スポー

ツ振興審議会 1982 年 12 月答申）の中で「近隣区施設」「地区施設」（行政区を単位とす

るスポーツ施設）、「広域圏施設」の設置を提唱している。また、広島市には 1964 年以来

「学区体育団体連合会」があり、132 の小学校区ごとに体育団体を組織しているという。こ

の連合会が、調査・研究派遣事業、研究大会開催事業、顕彰事業、スポーツ障害互助事業、
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広報事業、視察派遣事業、区連合会の活動推進事業、広島市スポーツ・レクリエーション

フェスティバル及び各種スポーツ行事の共催・後援しているという（広島市教育委員会ス

ポーツ振興課『平成 10 年度 広島市のスポーツ振興事務事業概要』1998 年）。 

 しかし、その広島市でも財団法人広島市体育振興事業団（1977 年設立。97 年 4 月に広島

市スポーツ事業団に名称変更）の収支予算書を見ると、収入合計額約 26 億円のうち、補助

金・受託収入が約 23 億 5,000 万円占めている。収入総額とほぼ同じ支出総額のうち、管理

費が約 23 億 5,000 万円と補助金・受託収入額と同額となっている。管理費の内訳は広域公

園費約億 8,000 万円、施設費約 18 億 3,000 万円、事務局費約2 億 5,000 万円で、支出の大

部分がスポーツセンターなどの施設の管理運営費に充てられている（財団法人広島市スポ

ーツ事業団『平成 10 年度事業計画書・収支予算書』ｐ.25、ｐ.34）。 
５ しかし、都市がアジア大会やオリンピック大会といった大規模な国際スポーツ大会に取

り組む場合には、準備段階から担当課が窓口となり、ここを起点として縦横のコミュニケ

ーションルートが形成されることになろう。例えば、サッカーの 2002 年ワールドカップ招

致において、横浜市は国内開催候補地として名乗りをあげ、「自治体招致委員会事務局」

が体育課内に置かれた。1995 年 5 月末に提出する開催計画書の作成をめぐり、体育課と市

の関連行政諸組織とはもちろん、他の 1 の開催候補自治体、国の招致委員会等との間でも

質的にも量的にも豊富なコミュニケーションルートが形成されたものと思われる。 
６ 2000 年度における事業団の「収支予算書総括表」「一般会計収支予算書」「自主事業特

別会計収支予算書」「新横浜駐車場特別会計収支予算書」「国際総合競技場特別会計収支

予算書」「スポーツ医科学センター特別会計収支予算書」「国際プール特別会計収支予算

書」「よこはまスポーツ振興基金特別会計収支予算書」（横浜市スポーツ振興事業団『平

成 12 年度 事業計画並びに収支予算書』pp.6-16）。 
７ 事業団の「平成 13 年度収支予算」を見ると、収入合計 6,012,613 千円のうち、施設管理

受託収入 4,515,650 千円、横浜市補助金収入 471,500 千円となっている。施設管理受託収

入の内訳は、一般会計 1,937,907 千円、国際総合競技場特別会計 1,082,490 千円、スポー

ツ医科学センター特別会計636,688千円、国際プール特別会計858,565千円となっており、

ハコモノの管理運営に多額の支出がなされていることが分かる。また、支出面では受託管

理施設費が 4,515,650 千円と突出して多く、上記ハコモノに支出されている。この管理運

営受託事業収入における一般会計のうち、スポーツセンターの受託料収入が 1,083,965 千

円となっている（ちなみにスポーツセンターの利用料金収入は 277,998 千円）。やはり従

来と変わらずスポーツセンターの管理運営には多額の経費が掛かっているのである。支出

面でも同様でスポーツセンター運営費は人件費 767,764 千円と管理費 594,199 千円の合計

1,361,963 千円になっている。一方、自主事業については収入が 357,789 千円、支出が

300,313 千円（これには国際総合競技場、スポーツ医科学センター、国際プールの自主事業

費は含まれず）である（財団法人横浜市スポーツ振興事業団『事業概要 2001』pp.11-29）。 
８ 横浜市体育協会『平成 13 年度事業計画書並びに収支予算書』pp.7-9.  
９ 横浜市体育協会『平成 11 年度 事業報告書並びに収支決算書』p.23. 横浜市体育協会『平

成 12 年度 事業計画書並びに収支予算書』p.7.  
１０2001 年 12 月 25 日における新藤信孝氏（横浜市スポーツ振興事業団総務課庶務係長）、 
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飯田常彦氏（横浜市教育委員会事務局生涯学習部スポーツ課企画係）、島宗幸雄氏（財団

法人横浜市体育協会振興課長）とのインタビューによる。 
１１「川崎市教育委員会資料」。スポーツ課の事業は、スポーツ振興審議会委員活動、体育

指導委員活動、市民体力テストの集い、市民体育大会、企業内体育施設一般利用推進事業、

スポーツ教室、対外競技派遣事業、体育の日記念事業、川崎市レクリエーション連盟補助、

スポーツ・レクリエーション事業、川崎市民マラソン大会、競技スポーツ選手・指導者育

成事業、多摩川河川敷マラソンコース維持管理、川崎市体育協会補助、J リーグ支援事業、

2002 年ワールドカップキャンプ地誘致関連事業、である（川崎市教育委員会スポーツ課『平

成 13 年度 川崎のスポーツ事業概要』）。例えば、J リーグ支援事業では「本市をホーム

タウンとする川崎フロンターレを支援し市民との連帯を深め、サッカーを始めとするスポ

ーツの普及・啓発と地域の活性化を図る」とあり、1,780 万円の予算を計上している。また、

各区 1 館の建設として「仮称宮前スポーツセンター建設事業」があり、約 30 億円が計上さ

れている(同、pp.5-6)。 
１２同、p.9. 
１３川崎市教育委員会スポーツ課『平成 12 年度 川崎のスポーツ事業概要』、同『平成 13

年度 川崎のスポーツ事業概要』。  
１４川崎市体育協会『平成 12 年度 川崎市体育協会要覧』ｐ.22. 
１５2001 年 12月 26 日における近藤公昭氏（川崎市教育委員会生涯学習部スポーツ課生涯ス

ポーツ係長）、山田俊徳氏（財団法人川崎市生涯学習振興事業団(川崎市教育委員会主幹)

スポーツ事業室室長）、野口始男氏（財団法人川崎市体育協会事務局長）とのインタビュ

ーによる。 

生涯スポーツ指導者派遣事業の対象は川崎市民だけではなく、川崎市内への勤務者・在

学者も含まれる。川崎市体育協会には、30 の競技団体、中学校体育連盟、高等学校体育連

盟の計 32 団体が加盟している。指導料を申請者の全額負担とする紹介業務の場合は 10 回

以上の指導も可で、場所は申請者が確保する。指導者としての要件は、①市体協スポーツ

指導者派遣事業運営委員会が主催する、スポーツ指導者養成事前講習会を受講した者、②

(財)日本体育協会が公認するスポーツ指導者及び保健体育教員免許保持者で、運営委員会

が主催する研修を受講した者、③（財）日本体育協会傘下の各団体が公認する指導者で、

運営委員会が主催する研修を受講した者、④その他スポーツ団体等が公認する指導者で、

運営委員会が認め、かつその運営委員会が主催する研修を受講した者、となっている。ま

た、「関係団体・機関・学識経験者をもって運営委員会を設置する。」とある。対象は原

則として 10 人以上のグループである（財団法人川崎市体育協会生涯スポーツ指導者派遣事

業運営委員会「『あなたのチーム・グループ』では指導者がいなくて困っていませんか？」）。 
１６藤沢市スポーツ振興財団の所管施設は、秩父宮記念体育館、秋葉台文化体育館（秋葉台

公園プール）、鵠沼運動施設事務所（八部公園プール）、石名坂温水プール、である。藤

沢市（人口約 38 万人）の教育委員会スポーツ課は秩父宮記念体育館にある（2001 年 12 月

現在）。財団の事業項目は、各種大会・イベントの開催、招致大会および講演会の実施、

スポーツ・レクリエーションライフ、健康家族推進事業、他団体や企業との共催・協賛事

業、指導者養成と派遣事業、スポーツ・レクリエーション事業の指導・助言（以上が「新
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たな企画・事業の推進」）である。そして、スポーツ教室、スポーツ施設開放事業、健康

体力相談事業、障害者スポーツの推進、優秀選手およびスポーツボランティア奨励事業の

検討、広報情報事業（以上が「これまで実施してきた事業の一層の充実」）もある。さら

に、「効率的な施設の管理運営業務」として、「市から受託した秋葉台運動施設・秩父宮

記念体育館・鵠沼運動施設など、スポーツ施設のより効率的な管理運営」とある。 

また、「行政が実施するスポーツ振興事業」として、スポーツ振興計画の検討・策定、

スポーツ施設整備計画の検討・策定、スポーツ関係団体の支援および助言・調整、学校体

育施設および民間企業スポーツ施設の開放と調整、市民総合体育大会の実施および県総合

体育大会への参加・調整、その他、国民体育大会等、国・県レベル等の大会の調整、を挙

げている。体育指導委員は 210 人、体育協会は 29 団体、レクリエーション協会は 3 団体、

スポーツ少年団は 87 団体である（財団法人藤沢市スポーツ振興財団『平成 13 年度 事業

計画並びに収支予算』）。  
１７藤沢市『広報ふじさわ―2000 年 12月 25 日号―』。 
１８藤沢市教育委員会スポーツセンター『ふじさわスポーツ施設ガイドブック』(1999 年)p.1.  
１９財団法人藤沢市スポーツ振興財団『平成 13 年度 事業計画並びに収支予算書』。  
２０2001 年 12月 26 日おける中村亮一氏（藤沢市教育委員会生涯学習部スポーツ課主査）、

黒澤卓司氏（同スポーツ課）とのインタビューによる。 
２１なお、1980 年代における横浜市スポーツ振興事業団の設立経過や設立前と設立後のスポ
ーツ行政の変容、川崎市や藤沢市における行政直営のスポーツサービスの態様、三都市の
比較考察については、拙稿「横浜市におけるレクリエーションスポーツ行政」(『早稲田政
治公法研究』26 号、1988 年 10 月、pp.1-55)、同「川崎市・藤沢市におけるレクリエーシ
ョンスポーツ行政」（同 27 号、1989年 1 月、pp.71-118）、同「横浜・川崎・藤沢のレク
リエーションスポーツ行政をめぐる比較視座」（同 28 号、1989 年 3 月、pp.1-43）を参照。 
２２2001 年度の川崎市体協の場合、事務局長は週 4 日の勤務で非常勤職、専任の事務 2名、
非常勤の事務職員 2 名という構成である。  
２３1999 年 8月 6 日、同年 8月 7 日、同年 8月 24 日に各々、栃木県県央市町村職員 27名、

栃木県議会自民党議員のうちの 24 名、栃木県職員 27 名を対象に用紙を直接配布し、その

場で記入してもらい回収する方法でアンケートを実施した。 

 県職員と県議に対しては「栃木県のスポーツ振興政策」を、市町村職員に対しては「所 

属市町村のスポーツ振興政策」を念頭に置いてもらい 20 の設問を用意し、「強くそう思う」

「そう思う」「そうは思わない」「全くそうは思わない」のどれかに○と付けてもらう形

で回答を得た。その結果、以下の６点が明らかになった。 

第１に、スポーツ行政サービスの供給体制について、教育委員会が所管していることに

対する疑問の声は多いものの、具体的な改革の方向性ということになるとその将来像は必

ずしも描かれていないということである。そして、スポーツ施設の住民利用の在り方も含

めて県職員と県議が「改革志向派」であるのに対して、市町村職員は「現状維持派」が多

い。第２に、スポーツ行政予算が十分ではないという認識では共通した見解がみられるが、

そのことがストレートに予算増額には結びついてこないという点に、行政諸課題における

スポーツ行政予算の政策優先順位（あるいは意識）の低さが顕著に表れている。第３に、

スポーツ行政の第一線での担い手が基礎的自治体であることから、予算や職員数について
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の認識が市町村職員と県職員とでは異なる傾向にある。このことは施設の住民利用をめぐ

る評価の違いにつながる。前者について県議は市町村職員に、後者について県議は県職員

の意識と同様な傾向を示している。第４に、住民、企業（民間事業者）、行政のスポーツ

振興事業をめぐるパートナーシップ構築の必要性は共通に認識されてはいるものの、住民

―企業の協働関係以上に企業―行政の協働関係が重視される傾向が見られる。このことは

住民―行政間の信頼関係の醸成が、今後はますます問われるようになることを意味してい

ると思われる。特に市町村職員の間では施設運営をめぐる住民委託に疑問の目を向ける回

答が多い。第５に、スポーツ施設の今後の建設をめぐっては、県議（議会側）の認識と市・

県職員（執行部側）の認識に差異のある点が指摘できる。建設に関わる議員活動が集票と

結びついていることの表れと言える。第６に、今後の方向性として、施設の広域利用、健

康政策の一環としてのスポーツ振興、市町村の積極的な取り組みには総じて賛同が多い。

これらの諸課題は一部事務組合、広域連合、市町村合併といった地方分権の「受け皿」論

とも絡むだけに、地方自治体のスポーツ振興の将来像を語る上で見逃せない論点である。 

 なお、設問内容や回答の分布、個々の設問に対する分析については、拙稿「分権化時代
におけるスポーツ行政をめぐる自治体職員と地方議員の意識調査研究」（『宇都宮大学国
際学部研究論集』9 号、2000 年 3 月、pp.29-42）を参照。  
２４インタビューでは、89 年 6月 20 に財団法人日本体育施設協会体育施設建設計画専門調査

員、6 月 23 日に体育課長（76 年～83 年まで従事)、6 月 21 日と 7 月 1 日に体育課担当職員

（74 年体育課へ）、6 月 30 日に体育課指導主事（70 年～80 年まで従事）、7 月 1 日に横浜

市従業員労働組合教委支部書記長、といった方々からのご協力を得た。その他にも、資料

収集などの過程で紹介等を通じて、体育課や市民局地域施設課に従事されている職員の

方々にも大変お世話になった。 
２５加藤富子他『地方自治体における政策形成過程のミクロ分析』(地方自治研究資料セ  

ンタ－、1979 年)p.12. 加藤はこの本の中で、地方自治体の意思決定構造における政策形成

過程を捉えるための２つの視点を上げている。第１の視点は、社会的循環過程の中で国・

住民・議会などの外部意思決定主体や市長・行政職員などの内部意思決定主体の各アクタ

－が、相互に影響を及ぼしつつ政策を形成するという視点である。本節ではこの第２の視

点に立って論を進める。したがって、事業担当課である体育課の意思決定過程における主

導性に注目し、体育課を中心としてそこに絡んでくる諸アクタ－の動態を描写する。体育

課と各アクタ－との影響力関係は、体育課主導の相互作用か一方的作用かのどちらかであ

る。この点、組合については特に体育課に及ぼした影響力を勘案して「行政外部アクタ－」

と見なした。さらに、「新５か年指標」については市民参加もなされたことを考慮して計

画そのものをひとつの「行政外部アクタ－」と捉えた。 

 なお、「アクタ－」という表記については「地方政府 地方利益の表出・媒介と公共的
意思決定」（中野実編著『日本型政策決定の変容』東洋経済新報社､1986 年）を参照。  
２６横浜市スポ－ツ振興審議会『「こどもの体力つくり」についての最終答申』(1971 年)  

p.11.  
２７計画の期間は 73～85 年度の 13 年間で、学識経験者、議員、行政各部局長、行政関係団

体等から構成される「横浜国際港都建設審議会」を中心に、「横浜市基本構想」の市議会

(73 年 6 月)での議決や各区別の計 42 回にわたる市民討議集会などを経て策定された。  
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２８横浜市『横浜市総合計画 1985』(1973 年 12 月)p.199． 
２９横浜市スポ－ツ振興審議会『横浜市における体育・スポ－ツの振興策について（地域体

育館についての答申）』p.7．  
３０横浜市『77～81 横浜市新５か年指標』(1977 年 6 月)p. 106．  
３１指導主事とのインタビュー。  
３２体育施設整備費補助金交付要綱の別紙 4 には、延床面積 3、000 ㎡以上の「国民体育館」
の建設に対し、補助（補助率 3 分の 1）がなされる、とある。補助金の額は、補助対象面積
×建築単価×補助率で算定される。体育課長とのインタビューによれば、通常、実施建築
単価は建築単価の２倍はかかるという。  
３３横浜市スポ－ツ振興審議会『横浜市民の健民政策について』(1977 年 11月 22 日)p. 3． 
３４施設協会専門調査員とのインタビュー。  
３５財団法人日本体育施設協会『横浜市方面別体育館建設計画調査報告書』(1988 年 3 月 20 

日)p.8.  
３６同。  
３７同､pp.26-27.  
３８横浜市統計課『昭和 54 年度 各会計予算事項別明細書』pp.420－421.なお、金額は下２
桁を四捨五入した。 
３９前掲、体育課担当職員とのインタビュー。     
４０体育課長とのインタビュー。     
４１同。  
４２前掲、体育施設整備費補助金交付要綱 別記 2。   
４３同、第 12 条「補助事業者は補助事業の完了の日から 30 日以内又は翌年度の 4月 10日の

いずれか早い日までに実績報告書一部を大臣等に提出しなければならない。」    
４４(21)横浜市従業員労働組合教委支部『1980 年度 第 26 回定期大会報告ならびに議案書』  

(1980 年)p.10.  
４５『昭和 55 年度 横浜市職員録』（横浜市統計課）によれば、この年、「南部総合体育館

開設準備担当」として主査 3 名が置かれた。  
４６組合書記長とのインタビュー。  
４７横浜市従業員労働組合教委支部『1981 年度 第 27 回定期大会報告ならびに議案書』(1981

年)pp. 9-10.  
４８組合書記長とのインタビュー。  
４９体育課長とのインタビュー。  
５０横浜市議会事務局『昭和 55 年度 第３回定例会 横浜市会会議録』p.644.  
５１森川貞夫編著『社会体育のすすめ方』(総合労働研究所 1980 年)p. 114.  
５２組合書記長とのインタビュー。  
５３国土庁、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省、自治省「総合保養地域整備法第一

条に規定する整備に関する基本方針」1987 年 10 月。また、これとセットになった「民間事

業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（民活法）」によれば、

「民間事業者の資金力、経営力等を最大限活用」した大規模施設の建設促進を目的として

いる。対象となる 17 類型 35 施設のうち、「17 号施設」が特定大規模スタジアムに指定さ

れている。スタジアム建設については、「スポーツイベント事業をはじめとするスポーツ

関連産業などの活性化、周辺地域の産業、サービス業等の活性化、スポーツ活動の活発化
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などによる地域社会の健全な発展等を通じ、ゆとりや豊かさの実感できる社会の実現に寄

与する」とある。規模要件は「競技部分の面積が 9,000 ㎡以上（観覧席が屋内にある場合、

1,500 ㎡以上）。観覧席は2 万人以上の観覧者の観覧が可能、床面積の合計が 8,000 ㎡以上

（屋内にある場合、1 万人以上、4,000 ㎡以上）。業務円滑化施設の床面積の合計が、1,300

㎡以上（観覧席が屋内にある場合、700 ㎡以上）。観覧者利便施設の床面積の合計が 300 ㎡

以上。共同利用施設（展示施設等）の床面積の合計が 300 ㎡以上」となっている。  
５４『秩父リゾート地域基礎調査』（埼玉県住宅都市部公園緑地課、1988 年 3 月）は、「総

合保養地域の整備に関する基礎調査」（埼玉県企画財政部地域政策課、1988 年 3 月）、「秩

父リゾート地域構想・フィージビリティ調査 ―秩父リゾート特定施設の採算性検討資料

―」（株式会社 秩父開発機構、1988 年３月）、「基礎調査参考資料」から構成されてい

る。その他、秩父開発機構については『秩父リゾート第三セクター』（埼玉県住宅都市部

公園緑地課、1988 年 3 月）、基本構想については『総合保養地域の整備に関する基本構想 

―秩父リゾート地域整備構想―』（埼玉県、1989 年 3 月）。  
５５国土庁、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省、自治省「総合保養地域の整備に関

する基本構想記載要領」1988 年 3 月。  
５６本項は以下の各氏とのインタビュー活動および資料提供に依るところが大きい。（カッ
コ内は 1999 年 5 月現在の所属とインタビュー実施日。氏名記載は敬称略、インタビューの
実施順とした。）太田洋・大根田知子（栃木県企画部地域振興課。5 月 25 日）、高山孝一
（栗山村企画課。5 月 27 日）、小泉聖一（黒磯市企画課。5 月 27 日）、本沢正（那須町企
画財政課。5 月 28 日）、小池則男（塩原町企画財政課。5 月 28 日）、吉田守・沼尾芳訓（藤
原町役場企画財政課。6 月 2 日）、飯村孝文・高橋典子（日光市企画課。6 月 3 日）、湯沢
敏行・吉原一典・松本孝（今市市総務部政策課。6 月 3 日）。 
５７下野新聞 1999 年 5 月 18 日付。 
５８「平成 10 年第１回日光市議会全員協議会資料」1998年 5月 24 日付、p.4. 
５９今市市『今市市リゾート基本計画―今市杉並木重点整備地区』(1993 年 3 月)p.66. 
６０ 今市市『農山村リゾート事業化調査報告書 ―いまいち「わらべの里」づくり』(1994
年 3 月)p.8. 
６１下野新聞 1998 年 8 月 18 日付。 
６２下野新聞 1999 年 4 月 2 日付。 
６３本項執筆に当たり、山梨県企画県民局地域政策課の芦原るり子氏、同林務部森林保全課

の山本正雄氏、栃木県企画部資源対策課計画調整班の田野辺一徳氏、同地域振興課プロジ

ェクト推進室の小堀哲生氏、同生活環境部環境管理課審査指導係の高梨弘幸氏（いずれも

1996 年 10 月現在）への面接取材や資料提供に対して御礼申し上げたい。 
６４山梨県企画県民局地域政策課「山梨ハーベストリゾート構想プロジェクト事業一覧」   

(1996 年 9 月)。  
６５県内のゴルフ場の現況については、40 カ所が営業中、４カ所が造成中、１カ所が事前協

議同意済となっている(96 年 9 月現在)。85 年 10 月に実施された、市町村面積の２％以内

という数量規制を超えているのが 20 市町村、ゴルフ場が１カ所もないのが 29 市町村とい

う状況である(96 年 8 月現在)。40 ある営業中（供用中）のゴルフ場のオープン年は、1930

年代が１箇所、60 年代２箇所、70 年代 10 箇所、80 年代 12 箇所、90 年代 15 箇所となって

いる(96 年 9 月現在)（山梨県林務部森林保全課「ゴルフ場の現状」1996 年 9 月。同「ゴル



 204 

                                                                                  

フ場の市町村別現況について」1996 年 8 月。山梨県、前掲「ゴルフ場の現状」）。  
６６栃木県企画部資源対策課資料「開催済ゴルフ場」。  
６７山梨県林務部森林保全課「ゴルフ場開発の規制状況について」(1993 年 10 月)。 
６８「リゾートには、大規模な開発を行うものから、小規模な開発を行うものまでいろいろ

なものがあり、リゾート法の重点整備地区も同様にいろいろなものがあることから、国民

の多様なニーズに対応して、こうした種々の形態のリゾート整備を有機的に連携しながら、

推進していくことが望まれます。具体的には、ゴルフ場、スキー場、マリーナ、ホテル等

を複合して広範囲に整備が進められている大規模開発を行うリゾートについては、周辺に

コテージ、ペンション、キャンプ場等の多様な施設の整備を推進し、全体として幅広い価

格帯のサービスが提供できるようにするとともに、豊かな自然、景観、文化等を有する農

山漁村地域においては、これらを活かしたリゾートの整備を地方公共団体の取組みを中心

として積極的に進める必要があります。最近の経済情勢の変化等にともない、一時的に民

間の投資意欲が減退し、整備の見通しを立てることが困難になっている地域も生じていま

すが、農山漁村型の小規模リゾートからスタートし、長期的な視点に立って徐々にリゾー

トとしての機能を整備していくことなども、状況に応じて検討する必要があります」とい

う記述がある（国土庁地方振興局総務課『リゾートがつくる豊かな国土－リゾート整備の

現状と将来』p.4）。  
６９略中村。「山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例」において、事業主には知

事との事前協議が義務づけられ（第４条）、開発が「地域住民の生活環境に支障を及ぼさ

ないものであること」（第６条３項）や、関係市町村との土地利用、公共施設管理、災害

防止措置などをめぐる協定の締結（第７条）が義務づけられている。また、学識経験者と

関係行政機関職員から構成される「山梨県ゴルフ場等造成審査会」の設置（第 20 条）も決

められている。そして、「山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則」に

より、ゴルフ場を含むレクリエーション施設が具体的に明確化され（第２条）、許可をめ

ぐり条例第６条の「造成事業の試行にあたり当該造成区域内の土地等について自然保護、

災害防止および土地利用に関する法令であって規則で定めるもの」として、「砂防法」以

下、山梨県自然環境保全条例」までにわたる 14 の法律と７つの条例（規則第６条）が掲げ

られている。こうした条例―規則をさらに補完する行政措置として用いられるのが「通知」

である。例えば、「山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例の施行について」(1973

年 8 月)では、県林務部長が県下の市町村に対して条例施行の通知を行い、地域住民への周

知を要請している。また、「ゴルフ場造成事業に係る事務処理について」(1993 年 12 月)

では、県林務部長が庁内各部局長、庁内関係各課（室）長、各林務事務所長、各土木事務

所長、各地方振興事務所長、そして各市町村長に対して、運用基準や「事前協議基準書作

成要領」の一部改正などを通知している。さらに、後者に関して地域住民とのコンセンサ

ス、地区説明会を行う範囲、地区住民との協定締結促進のやり方をめぐる具体的必要事項

などが定められている（山梨県林務部『山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例

関係例規集』1993 年）。  
７０この法律の運用をめぐって国は「通達」により都道府県の行動を定めている。農林事務

次官から各都道府県知事あてに出された「森林法および森林組合合併助成法の一部を改正
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する法律の施行について（開発行為の許可制および伐採の届出制関係）」では、「開発行

為の許可基準の運用について」と題して、森林法第 10 条の２第２項第１号の災害防止機能

をめぐり、「開発行為が原則として現地形にそって行われることおよび開発行為による土

砂の移動量が必要最小限度であることが明らかであること」（開発行為の要件）などが定

められている。さらに、別紙として「開発行為の許可基準の運用細則」ではその８で「ゴ

ルフ場の造成に係る切土量、盛土量はそれぞれ 18 ホール当たりおおむね 200 万立方メート

ル以下とする」と決められた。また、この運用 18 の表４ではゴルフ場造成事業区域内の森

林率がおおむね 50％以上（残置森林率はおおむね 40 ﾊﾟｰｾﾝﾄ以上）とされ、森林の配置につ

いても「原則として周辺部に幅おおむね 30 メートル以上の残置森林又は造成森林（残置森

林は原則としておおむね 20 ﾒｰﾄﾙ以上）を配置」し、「ホール間に幅おおむね 30 ﾒｰﾄﾙ以上

の残置森林又は造成森林（残置森林はおおむね20 ﾒｰﾄﾙ以上）を配置」するとされた（同ｐ.67. 

同『林地開発許可制度の手引き』1996 年）。  
７１栃木県『公告 栃木県ゴルフ場等の開発事業に関する緊急指導方針について』(栃木県公

報号外第 71 号、1973年 7月 18 日)pp.1-2．  
７２「昭和 48 年の開発抑制措置を講じた当時、不十分だった法令等による開発規制や開発許
可基準は、その後、整備、強化され、大規模な開発事業はより適切に施行されるようにな
った。また、社会経済の安定化、社会情勢の成熟化が進み、県土は、国土利用計画等によ
り長期的展望に立った総合的、計画的な利用が円滑に図られていることから、開発抑制措
置の一部はその役割を果たし得たものと考えられる」とゴルフ場開発に極めて肯定的な評
価を下した。  
７３同『公告 栃木県新設・増設ゴルフ場開発事業の取扱い方針』(栃木県公報号外第 88号、

1985 年７月９日) p.1．  
７４同『公告 栃木県ゴルフ場開発事業の取扱い方針について』(栃木県公報号外第 50 号、

1988 年５月 17 日)p.1．  
７５栃木県資源対策課「公告 栃木県ゴルフ場開発事業の取扱い方針について」(栃木県公報

号外第 64 号、1988 年６月 25 日) 1 頁。この公告では知事名の下にかっこ書きで「資源対

策課」とあり、関係課との調整の時間がないほどに県が事前協議の申請者の激増という切

迫した状況に対処しなければならなかったことが推測できる。  
７６「土地利用に関する事前指導要綱」(1991 年 3 月)を見ると、国土利用計画法適用の流れ

の中で、ゴルフ場開発は「レクリエーションの用に供する施設」と「５ヘクタール以上の

土地について開発事業を行おうとする場合」に該当することが分かる（栃木県『土地利用

に関する事前指導要綱』1991 年 3 月､p.3）。また、「大規模建築物の建築に関する事前指

導要綱」(1991 年 3 月)によれば、ゴルフ場の施設部分が「大規模建築物」すなわち、「高

さが 13 ﾒｰﾄﾙを超えるもの又は建築面積が 1、000 平方ﾒｰﾄﾙ以上のもの」（第２条１号）に

該当する場合がある。この要綱でも「事業者の責務」や「事前協議」「指導基準」が定め

られている（ 栃木県『大規模建築物の建築に関する事前指導要綱』1991 年 3 月、p.2）。

なお、当該開発が大規模事業開発計画にも該当する場合には、後者の要綱を適用すると 同

時に、建築物の建築計画については前者の指導基準を適用するされている（同）。  
７７山梨県県民生活局環境保全課『山梨県環境影響評価等指導要綱関係資料集』(1990     

年)pp.22-23.  
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７８栃木県『栃木県環境影響評価実施要綱』(1991 年 3 月)p.19.  
７９栃木県生活環境部環境管理課『８年版 環境白書』(1996 年) p.10.その内訳は 75～90

年度 35、91 年度 14、92 年度 8、93 年度 6、94 年度 2、95 年度 1 となっている。  
８０東北縦貫開発株式会社『（仮称）鹿沼 72 カントリークラブ 27 ホール増設に係る環境影

響評価書』(1996 年 10 月) p.138. 
８１同、p.482.  
８２「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」では、50 万円以上の会員契約にお

いて、事業者は会員募集に際し、事業者の概要、施設の計画、会員数の計画等について主

務大臣（現経済産業大臣）に届け出なければならない。また、事業者は契約成立前及び契

約締結時において、顧客に対し、会員契約の内容を説明した書面を交付しなければならな

いが、主務大臣の権限は地方支分部局の長または都道府県知事に委任することが可能とさ

れている。 

 

  


